
証券コード：3513

インターネット又は書面による議決権行使期限

2023年６月27日（火曜日）午後５時15分

第99回 定時株主総会

招集ご通知
2023年６月28日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

開催日時

東京都文京区湯島一丁目７番５号
ホテル東京ガーデンパレス ３階 平安
※ 昨年と会場が異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案

内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

開催場所

第１号議案　取締役８名選任の件
第２号議案　監査役２名選任の件
第３号議案　補欠監査役１名選任の件

決議事項

▪�「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた株主の皆様への
お願い及び当社の対応」（７頁）をご確認ください。

▪�株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

株主の皆様へのお願い



株主の皆様へ

経営⽅針

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第99回定時株主総会を開催いたしますので、招集

ご通知をお届けいたします。
ご高覧くださいますようお願い申しあげます。
なお、期末配当につきましては、１株につき40円と決定させ

ていただきました。
これにより中間配当を含めた当期の年間配当金は、１株につ

き70円となります。
株主の皆様におかれましては、今後とも、なお一層のご支援

を賜りますようお願い申しあげます。

経営
理念

私たちイチカワは社会とともに成⻑する企業です。

⾰新的な挑戦を続け、新たな製品やサービスを⽣み出すことにより、

⼈々の⽣活を持続可能な豊かなものにしていきます。

社会と共存するイチカワを基本として

抄紙要具事業

新事業

１

2

■  「顧客志向」を追求し、ソリューションを提供することにより「イチカワ＝頼れる存在」ブランドへ移⾏する。
「抄紙プレスパートの総合ソリューションカンパニー」として、「世界⼀の品質」を⽬指す。

「環境にやさしい、⼈々の⽣活を豊かにする製品や部材を届ける」事業を創設する。

■ 世界市場において、強固な一⾓を占めるグローバル企業となる。

代表取締役社長

招集ご通知
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第99回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第99回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第99回定時株主総会招

集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

　　当社ウェブサイト https://www.ik-felt.co.jp/ir/meeting/

　また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上

場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（イチカワ）又は証券コード（3513）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書

類／PR情報」を順に選択の上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　　東証ウェブサイト https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子

提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、４頁から６頁のご案内に従って、2023年６月27日�

（火曜日）午後５時15分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬具

株　主　各　位

（証券コード3513）
2023年６月７日

（電子提供措置の開始日2023年6月1日）
東京都文京区本郷二丁目14番15号

代表取締役社長　牛尾　雅孝

記　
1.�日　時 2023年６月28日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
2.�場　所 東京都文京区湯島一丁目７番５号　ホテル東京ガーデンパレス3階　平安

昨年と会場が異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

3.�⽬的事項
報告事項 1. 第99期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及

び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第99期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項 第１号議案 取締役８名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

招集ご通知
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4. その他招集に
　 あたっての決
　 定事項

1. 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合に限られます。
なお、代理人は１名とさせていただきます。

2. 議決権行使書において、議案に賛否の表示が無い場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り
扱わせていただきます。

3. インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行
使を有効な行使として取り扱わせていただきます。なお、インターネットによる方法で複数回議決
権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。

以上

◎当⽇ご出席の際は、お⼿数ながら同封の議決権行使書⽤紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第15 条の規定に基づき、下記の事項を記載してお

りません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の⼀部であります。

・事業報告

５．会社の体制及び方針
(1)業務の適正を確保するための体制
(2) 業務の適正を確保するための体制 

の運⽤状況の概要

・計算書類 株主資本等変動計算書

・連結計算書類 連結株主資本等変動計算書 ・計算書類 個別注記表
・連結計算書類 連結注記表

◎電⼦提供措置事項に修正が⽣じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

事前質問のご案内
株主総会の開催にあたりまして、事前に株主様よりご質問をお受けいたします。
株主の皆様の関心が高いと思われるご質問につきましては、株主総会にてご回答させていただく予定です。

 事前質問の受付　 株主様へのみご案内

上記の電⼦メールアドレスにて事前質問をお受けいたします。メール本文に必要事項をご記載いただき、受付期
限までにご送信ください。

【必要事項】①株主番号（議決権行使書⽤紙をご確認ください。）　②お名前　③質問内容
いただいたご質問への回答につきましては、全てのご質問にお答えできない場合がございます。
個別のご回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
株主総会の報告事項又は決議事項に関係のないご質問につきましては、回答しない場合がございます。
株主総会でご回答するに至らなかったご質問につきましては、今後の参考とさせていただきます。
お預かりした個人情報はいただいたご質問への対応のためにのみ使⽤し、それ以外の目的には利⽤いたしません。

質問受付期限 2023年6月21日（水曜日）午後５時15分到着分まで

招集ご通知
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株主総会にご出席いただく場合

株主総会にご出席いただけない場合

議決権の行使についてのご案内

●�株主総会への出席

●�郵送

●�インターネット

同封の議決権⾏使書用紙をご持参いただき、
受付にご提示ください。

同封の議決権⾏使書用紙に議案に対する賛
否をご記入いただき、ご返送ください。

当社指定の議決権⾏使サイト
https://evote.tr.mufg.jp/
にて議案に対する賛否をご入力ください。

▶ 詳細は５頁から６頁をご参照ください。

※当日ご出席の場合は、インターネット又は書面による議決権⾏使の
お⼿続きはいずれも不要です。

※資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申
しあげます。

株主総会開催日時

議決権
行使書

行使期限

行使期限

2023年6月28日（水）
午前10時 (受付開始：午前9時)

2023年6月27日（火）
午後5時15分到着分まで

2023年6月27日（火）
午後5時15分入力分まで

議決権行使書

招集ご通知
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議決権行使書

インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットによる議決権⾏使は、下記の事項をご確認くださいまして、議決権を⾏使くださいますようお
願い申しあげます。

議決権⾏使書副票に記載のログインID・仮パスワードを入力することなく、議決権⾏使サイトにログインすることができます。

QRコードからのログイン方法

❶  議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。

❷  以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使期限 2023年6月27日（火曜日）午後5時15分まで

ログイン用
QRコード

議決権行使書

招集ご通知
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https://evote.tr.mufg.jp/

「送信」をクリック

「新しいパスワード」を入力

 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。
ご注意事項

操作方法に関する
お問い合わせ

三菱UFJ 信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

ふ 0120-173-027（受付時間 午前 9 時～午後 9 時、通話料無料）

パソコン又はスマートフォンのブラウザからのログイン方法

議決権行使サイト

❶  議決権行使サイトにアクセスし、画面の案内に従い「株主総会に関するお手
続き」を選択してください。

❸  新しいパスワードを登録。

❹  以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

❷  議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力。

「ログイン」をクリック

「ログインID・仮パスワード」を入力

招集ご通知
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■�株主様へのお願い
来場株主様の感染防止策としてのマスク着用につきましては、株主様個人のご判断とさせていただきます。なお、
発熱、咳等の症状がある方は来場をお控えくださいますようお願い申しあげます。なお、事前の議決権⾏使方法
の詳細につきましては、本招集ご通知4頁から6頁をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた
株主の皆様へのお願い及び当社の対応

登壇者及び運営スタッフは、マスクを着用してご対応させていただきます。
会場内の株主様のお座席は、感染リスク低減のため、間隔をあけてご着席いただけるよう配置させていただきます。
そのため、十分な席数が確保できない場合がございます。
開催途中にご気分が優れない場合は、途中退室もしくはお近くにいる運営スタッフにお声がけくださいますよう
お願い申しあげます。
感染予防の観点から、会場でのお飲み物のご提供は中止させていただきます。

■�当社の対応について

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主総会開催日現在の状況に応じて感染予防措置を講じてまいります。なお、今後の状況
により本株主総会の運営に変更が⽣じる場合は、当社ウェブサイト（https://www.ik-felt.co.jp/ir/meeting/）に掲載させていただ
きます。

招集ご通知
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　取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役２名を
含む取締役８名の選任をお願いするものであります。
　当社では、企業規模等を勘案し、現⾏定款において取締役の員数を10名以内と定めております。
　当社の取締役会は、抄紙用具という特殊で極めて専門性の高い事業内容に精通し、かつ業務執⾏を適切に
監督する能力を有した人材で構成されております。本議案につきましては、取締役会決議に基づく経営体制
規程の定めに則り、それぞれの役職に相応しい人格と識見を有する候補者を社外取締役、社外監査役及び代
表取締役を委員とする指名及び報酬委員会が提案し、株主総会付議事項として取締役会で決議し、株主総会
議案として提出しております。なお、取締役候補者につきましては、専門知識・経験・能力等のバランス、
多様性等の観点から配慮するよう努めております。
　独立社外取締役候補者の独立性判断基準につきましては、会社法に定める社外要件、及び東京証券取引所
が定める基準に基づいた当社規程を策定しております。

候補者
番号 氏名 現在の当社における地位 取締役

在任年数
取締役会
出席状況

1 再任 牛
うし

尾
お

��雅
まさ

孝
たか 代表取締役社長

社長執⾏役員 18年 100%
(17／17)

2 再任 矢
や

崎
ざき

��孝
たか

信
のぶ 取締役

常務執⾏役員 ７年 100%
（17／17）

3 新任 望
もち

月
づき

��友
とも

博
ひろ 監査役

（常勤） ― ―

4 再任 斯
し

波
ば

��義
よし

和
かず 取締役

常務執⾏役員 ７年 100%
（17／17）

5 再任 小
こ

堀
ぼり

��渉
わたる 取締役

常務執⾏役員 ５年 100%
（17／17）

6 再任 遠
とお

山
やま

��宏
ひろ

幸
ゆき 取締役

常務執⾏役員 １年 100%
（13／13）

7 再任  社外  独立 長
なが

岡
おか

��弘
ひろ

樹
き

社外取締役 ５年 100%
（17／17）

8 再任  社外  独立 本
ほんじょ

所��良
りょう

太
た

社外取締役 １年 100%
（13／13）

（注）遠山宏幸及び本所良太の両氏の「取締役会出席状況」は、2022年６月29日就任後に開催された取締役会への出席状況であります。
再任  再任取締役候補者   新任  新任取締役候補者   社外  社外取締役候補者   独立  独立役員候補者

取締役８名選任の件第１号議案

株主総会参考書類
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■　略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
1975年４月 三菱信託銀⾏株式会社入⾏
2003年６月 株式会社イーネット常勤監査役
2004年４月 当社入社、企画本部部長
2004年６月 当社執⾏役員マーケティング部長
2005年６月 当社取締役兼常務執⾏役員
2006年４月 当社取締役営業本部長兼執⾏役員
2007年４月 当社取締役営業管掌兼執⾏役員
2008年４月 当社取締役企画・総務管掌兼執⾏役員
2008年６月 当社取締役企画・総務管掌兼常務執⾏役員
2012年６月 当社取締役企画・営業管掌兼常務執⾏役員
同 年 同 月 当社取締役企画・営業管掌兼専務執⾏役員
2013年６月 当社代表取締役社長兼社長執⾏役員（現任）

候補者
番　号 1

■　取締役候補者とした理由
同氏は、大⼿金融機関に長年勤務し金融・財務面に豊富な知識を有しており、当社入社以降もその経験や知識を活かし経営
全般に能力を発揮しております。また、2013年６月から当社代表取締役社長として、強力なリーダーシップのもと当社グ
ループを牽引するとともに、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、引き続き取締役候補
者としました。

生年月日：1953 年４月１日生
取締役在任期間：18 年（本総会終結時）
取締役会への出席状況：100％（17 ／ 17）
所有する当社の株式数：18,200 株

牛
う し

尾
お

  雅
ま さ

孝
た か

再任

株主総会参考書類
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■　略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年９月 当社入社
2005年６月 イチカワ・ヨーロッパGmbH社長
2012年６月 当社海外営業部長兼イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション社長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)

有限公司総経理
2014年４月 当社海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司総経理
2014年６月 当社執⾏役員海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司総経理
2015年４月 当社執⾏役員営業管掌補佐兼海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司董事総経理
2016年４月 当社執⾏役員営業管掌兼海外営業部長
2016年６月 当社取締役営業管掌兼海外営業部長兼常務執⾏役員
2017年４月 当社取締役営業管掌兼常務執⾏役員
2018年４月 当社取締役営業管掌兼海外管理部長兼常務執⾏役員
2019年４月 当社取締役営業管掌兼常務執⾏役員
2020年１月 当社取締役海外担当管掌兼常務執⾏役員
2021年６月 当社取締役海外担当管掌兼株式会社イチカワテクノファブリクス担当兼常務執⾏役員（現任）

候補者
番　号 ２

■　取締役候補者とした理由
同氏は入社以来、長年にわたり海外勤務を含む海外営業部門での職務に携わり、その豊富な経験と深い見識を当社取締役会
において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、引き続き取締役候補
者としました。

生年月日：1961 年 10 月 28 日生
取締役在任期間：７年（本総会終結時）
取締役会への出席状況：100％（17 ／ 17）
所有する当社の株式数：9,100 株

矢
や

崎
ざ き

  孝
た か

信
の ぶ

再任

株主総会参考書類

10



新任

■　略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年４月 当社入社
2012年６月 当社企画部長
2012年10月 当社企画部長兼内部監査室長
2013年４月 当社企画部長
2014年６月 当社執⾏役員企画部長
2016年４月 当社執⾏役員総務管掌補佐兼企画部担当
2016年６月 当社取締役総務管掌兼企画部担当兼常務執⾏役員
2017年６月 当社取締役総務管掌兼企画部・品質保証部担当兼常務執⾏役員
2020年６月 当社常勤監査役（現任）

候補者
番　号 ３
生年月日：1961 年３月９日生
取締役在任期間：―
取締役会への出席状況：―
所有する当社の株式数：9,600 株

望
も ち

月
づ き

  友
と も

博
ひ ろ

■　取締役候補者とした理由
同氏は入社以来、長年にわたり企画部門での職務に携わり、その豊富な経験と深い見識、及び2016年６月の取締役就任以
来、企画、人事総務、法務、購買等関連のスタッフ部門を管掌し、当社グループのコンプライアンスの徹底を推進いたしま
した。また、2020年からは当社の常勤監査役として、当社グループの持続的な成長と企業価値の実現に向けて、コーポレー
トガバナンスの進化、及び監査機能を強化してきた実績から、取締役候補者としました。

株主総会参考書類
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■　略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年６月 当社入社
2010年４月 当社技術部担当部長
2012年２月 当社技術部長
2014年６月 当社執⾏役員技術部長
2016年６月 当社取締役技術管掌兼常務執⾏役員
2017年６月 当社取締役⽣産管掌兼技術管掌兼常務執⾏役員
2018年４月 当社取締役⽣産管掌兼技術共同管掌兼常務執⾏役員
2018年６月 当社取締役⽣産管掌兼常務執⾏役員
2021年２月 当社取締役⽣産管掌兼技術管掌兼常務執⾏役員
2022年４月 当社取締役技術管掌兼⽣産管掌兼開発研究所長兼常務執⾏役員（現任）

候補者
番　号 ４

■　取締役候補者とした理由
同氏は入社以来、技術部門及び⽣産部門での職務に携わり、その豊富な経験と深い見識を当社取締役会において活かすこと
により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、引き続き取締役候補者としました。

生年月日：1963 年２月 12 日生
取締役在任期間：７年（本総会終結時）
取締役会への出席状況：100％（17 ／ 17）
所有する当社の株式数：7,900 株

斯
し

波
ば

  義
よ し

和
か ず

再任

株主総会参考書類
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■　略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
1988年４月 当社入社
2013年４月 当社技術部担当部長
2015年４月 当社開発研究所長兼技術部担当部長
2015年６月 当社執⾏役員開発研究所長兼技術部担当部長
2016年６月 当社執⾏役員開発研究所長
2017年６月 当社執⾏役員技術管掌補佐兼開発研究所長兼技術管理部担当
2018年４月 当社執⾏役員技術管掌兼アジア事業部管掌補佐
2018年６月 当社取締役技術管掌兼アジア事業部管掌補佐兼常務執⾏役員
2020年１月 当社取締役国内担当管掌兼常務執⾏役員
2020年６月 当社取締役国内担当管掌兼技術管掌兼常務執⾏役員
2021年２月 当社取締役国内担当管掌兼常務執⾏役員（現任）

候補者
番　号 ５

■　取締役候補者とした理由
同氏は入社以来、長年にわたり開発研究所を含む技術部門での職務に携わり、その豊富な経験と深い見識を当社取締役会に
おいて活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、引き続き取締役候補者
としました。

生年月日：1965 年９月 22 日生
取締役在任期間：５年（本総会終結時）
取締役会への出席状況：100％（17 ／ 17）
所有する当社の株式数：4,100 株

小
こ

堀
ぼ り

  渉
わたる

再任

株主総会参考書類
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■　略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
1988年４月 株式会社千葉銀⾏入⾏
2015年10月 同⾏地方創⽣部長
2017年４月 当社入社、人事部担当部長
2018年４月 当社企画部長
2020年６月 当社執⾏役員企画部長兼総務部長
2021年４月 当社執⾏役員企画部長兼人事部長
2022年４月 当社執⾏役員人事部長
2022年６月 当社取締役総務管掌兼企画部・品質保証部担当兼人事部長兼常務執⾏役員（現任）

候補者
番　号 ６
生年月日：1964 年 11 月 19 日生
取締役在任期間：１年（本総会終結時）
取締役会への出席状況：100％（13 ／ 13）( ※ )

所有する当社の株式数：2,000 株
※ 2022 年 6 月 29 日就任後の状況

遠
と お  や ま

山  宏
ひ ろ  ゆ き

幸 再任

■　取締役候補者とした理由
同氏は、大⼿金融機関に長年勤務し金融・財務面に豊富な知識を有しており、また、当社入社以降は人事、経営企画業務を
中心として総務部門の職務に携わり、その豊富な経験と深い見識を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意
思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、引き続き取締役候補者としました。

株主総会参考書類
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■　略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
1977年７月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
1979年３月 公認会計士登録
1990年11月 同法人静岡事務所長
2004年６月
同 年 同 月

同法人経営会議メンバー（2015年11月退任）
同法人東京事務所地区経営執⾏補佐就任兼東日本地区事務所総括

2007年６月 同法人東日本ブロック長補佐
2010年10月 同法人トータルサービス本部長
2013年10月 同法人ミドルマーケット推進総括担当
2016年７月 パラマウントベッドホールディングス株式会社顧問（現任）
2018年６月 当社取締役（現任）

候補者
番　号 ７
生年月日：1953 年７月９日生
社外取締役在任期間：５年（本総会終結時）
取締役会への出席状況：100%（17 ／ 17）
所有する当社の株式数：2,100 株

長
な が

岡
お か

  弘
ひ ろ

樹
き

独立社外再任

■　社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、これまで長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的な見識等を持たれ、当社
の取締役会において積極的な意見と提言をいただいております。また、指名及び報酬委員会の委員として、積極的にご発言
いただき役員の選解任及び報酬の透明性と公正性を高めていただいております。当社グループの持続的な成長と企業価値の
実現に向けて、経営の監督を⾏っていただくために適任と判断し、引き続き社外取締役候補者としました。なお、同氏は、
直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂⾏できるものと判断
しております。
■　独立役員の届出について
当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。同氏の再任が承認された
場合、引き続き独立役員となる予定であります。
■　責任限定契約
当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、法令が規定する
額に限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、同契約を継続する予定であります。

株主総会参考書類

15



（注） 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
 2.  当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役が、その職務の執⾏に関

し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって⽣じることのある損害を当該保険契約により填補するこ
ととしております。なお、本議案が原案どおり承認可決され、各候補者が取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者とな
り2023年６月に当該保険契約を更新する予定です。

■　略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
1972年４月 伊藤忠商事株式会社入社
2001年４月 同社アジア総代表兼伊藤忠香港会社社長
2002年６月 同社執⾏役員
2004年６月 伊藤忠マネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長
2005年６月 ジャパンフーズ株式会社代表取締役社長
2015年６月 同社取締役会長
2022年６月 当社取締役（現任）

候補者
番　号 ８
生年月日：1948 年７月 17 日生
社外取締役在任期間：１年（本総会終結時）
取締役会への出席状況：100%（13 ／ 13）( ※ )

所有する当社の株式数：700 株
※ 2022 年 6 月 29 日就任後の状況

本
ほ ん

所
じ ょ

  良
り ょ う

太
た

独立社外再任

■　社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、これまでアジアを中心とする海外経験に加え、企業経営者としての豊富な経験や経営全般に対する幅広い見識を持
たれ、当社の取締役会において積極的な意見と提言をいただいております。また、指名及び報酬委員会の委員として、積極
的にご発言いただき役員の選解任及び報酬の透明性と公正性を高めていただいております。当社グループの持続的な成長と
企業価値の実現に向けて、経営の監督を⾏っていただくために適任と判断し、引き続き社外取締役候補者としました。上記
の理由により社外取締役としての職務を適切に遂⾏できるものと判断しております。
■　独立役員の届出について
当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。同氏の再任が承認された
場合、引き続き独立役員となる予定であります。
■　責任限定契約
当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、法令が規定する
額に限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、同契約を継続する予定であります。

株主総会参考書類
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生年月日：1963 年１月 31 日生
監査役在任期間：―
取締役会への出席状況：－
監査役会への出席状況：―
所有する当社の株式数：3,200 株

平
ひ ら

間
ま

  孝
た か

史
ふ み

新任

■　略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
1985年４月 当社入社
2015年４月 当社品質保証部担当部長
2018年４月 当社品質保証部長
2020年４月 当社柏工場長
2020年６月 当社執⾏役員柏工場長
2021年３月 当社執⾏役員柏工場長兼柏工場業務室長
2022年４月 当社執⾏役員統括工場長（現任）

　監査役望月友博氏は、本総会終結の時をもって辞任され、また、監査役岡田貴子氏は、本総会終結の時を
もって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
　なお、平間孝史氏は望月友博氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定め
により、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。
　また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

監査役２名選任の件第２号議案

■　監査役候補者とした理由
同氏は入社以来、長年にわたり当社の⽣産部門や品質保証部門での職務に携わり、⽣産現場に関する深い理解とその豊富な
経験を有しており、当社グループの持続的な成長と企業価値の実現に向けて、コーポレートガバナンスの進化、及び監査機
能を強化していくために適任と判断し、監査役候補者としました。

候補者
番　号 1

株主総会参考書類
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（注） 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
 2.  当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役が、その職務の執⾏に関

し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって⽣じることのある損害を当該保険契約により填補するこ
ととしております。なお、本議案が原案どおり承認可決され、各候補者が監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者とな
り、2023年６月に当該保険契約を更新する予定です。

■　社外監査役候補者とした理由
同氏は、これまで長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的な見識等を活かし、客観
的で中立的な視点で取締役の業務執⾏状況を監査いただいております。また、指名及び報酬委員会の委員として、積極的に
ご発言いただき役員の選解任及び報酬の透明性と公正性を高めていただいております。当社グループの持続的な成長と企業
価値の実現に向けて、コーポレートガバナンスの進化、及び監査機能を強化していくために適任と判断し、引き続き社外監
査役候補者としました。なお、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役とし
ての職務を適切に遂⾏できるものと判断しております。
■　独立役員の届出について
当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。同氏の再任が承認された
場合、引き続き独立役員となる予定であります。
■　責任限定契約
当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、法令が規定す
る額に限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、同契約を継続する予定であります。

生年月日：1965 年９月 11 日生
社外監査役在任期間：4 年（本総会終結時）
取締役会への出席状況：100%（17 ／ 17） 
監査役会への出席状況：100%（19 ／ 19）
所有する当社の株式数：1,500 株

岡
お か  だ

田  貴
た か  こ

子 独立社外再任

■　略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
1992年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
1996年４月 公認会計士登録
2004年９月 税理士法人トーマツ（現 デロイトトーマツ税理士法人）転籍
2011年11月 税理士登録
2019年１月 岡田貴子公認会計士・税理士事務所設立　代表（現任）
2019年６月 当社監査役（現任）
2020年３月 ケネディクス株式会社社外監査役
同 年 同 月 ケネディクス不動産投資顧問株式会社監査役
2021年６月 日本管財株式会社取締役（監査等委員）（現任）
2023年１月 RUN.EDGE株式会社社外監査役（現任）
2023年４月 日本管財ホールディングス株式会社取締役（監査等委員）（現任）

候補者
番　号 ２

株主総会参考書類
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　本総会において、第１号及び第２号議案を原案どおりご承認いただきました場合の取締役及び監査役の有
する主な知識、経験は以下のとおりでございます。
　なお、以下の一覧表は各人の有する全ての知見を表しているものではございません。

取締役・監査役のスキルマトリックスご参考

役職 企業経営 法務・
リスク管理 財務・会計 人財マネジ

メント
営業・

マーケティ
ング

技術・生産・ 
品質保証・ 
研究開発

海外事業・
国際経験

牛
う し

尾
お

  雅
ま さ

孝
た か 代表取締役

会長 ● ● ● ● ●

矢
や

崎
ざ き

  孝
た か

信
の ぶ 代表取締役

社長 ● ● ●

望
も ち

月
づ き

  友
と も

博
ひ ろ

取締役 ● ● ● ●

斯
し

波
ば

  義
よ し

和
か ず

取締役 ● ●

小
こ

堀
ぼ り

  渉
わたる

取締役 ● ●

遠
と お

山
や ま

  宏
ひ ろ

幸
ゆ き

取締役 ● ● ● ● ●

長
な が

岡
お か

  弘
ひ ろ

樹
き 独立社外

取締役 ●

本
ほ ん

所
じ ょ

  良
りょう

太
た 独立社外

取締役 ● ● ●

平
ひ ら

間
ま

  孝
た か

史
ふ み

監査役 ●

出
で

縄
な わ

  正
ま さ

人
と 独立社外

監査役 ●

岡
お か

田
だ

  貴
た か

子
こ 独立社外

監査役 ●

※役職につきましては本総会終了後、取締役会において承認される予定の役職を記載しております。

株主総会参考書類
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（注） 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
 2.  当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役が、その職務の執⾏に関

し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって⽣じることのある損害を当該保険契約により填補するこ
ととしております。なお、候補者が社外監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

以　上

生年月日：1976 年７月 29 日生
所有する当社の株式数：－

大
お お し ま

島  真
し ん

一
い ち

独立補欠社外監査役候補者

■　略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
2001年４月 UBSウォーバーグ証券会社（現 UBS証券株式会社）入社
2006年１月 ピナクル株式会社 入社
2013年９月 株式会社ベストムーブ 代表取締役（現任）
2018年12月 クイックトロン・ジャパン株式会社 （現 Chinoh.Ai株式会社）代表取締役

■　補欠社外監査役候補者とした理由
同氏は、自ら会社を設立・成長させてきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから客観的かつ公正な
立場から適切に監査できると判断し、補欠社外監査役候補者としました。上記の理由により社外監査役としての職務を適切
に遂⾏できるものと判断しております。
■　独立役員の届出について
同氏は、補欠社外監査役候補者であります。当社は、同氏の選任が承認され、同氏が社外監査役に就任した場合、新たに独
立役員として指定し、東京証券取引所に届出をする予定であります。
■　責任限定契約
当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、法令が規定する
額に限定する契約を監査役就任時に締結する予定であります。

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いする
ものであります。
　また、補欠監査役の選任の効力につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議
によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
　なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

補欠監査役１名選任の件第３号議案

株主総会参考書類
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1. 当社グループの現況に関する事項
（1）�主要な事業内容

事業区分 主　要　製　品

抄紙用具関連事業 抄紙用フエルト
スレート用フエルト 等

抄紙用ベルト

工業用事業 工業用フエルト 工業用関連仕入品

（2）�事業の経過及びその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響から緩やかに持ち直しているも

のの、原油価格等の高騰などエネルギー価格の高止まり、それに伴う原材料価格の高騰、及び日米金利差拡
大による円安ドル高の進⾏など、一進一退を繰り返す状況となっております。

当社グループの主要取引先であります紙パルプ業界の動向は、国内につきましては板紙及び衛⽣用紙等の
需要は横ばいで推移しておりますが、新聞用紙及び印刷情報用紙の需要は、新型コロナウイルス禍以前の水
準までは回復に至らず減少傾向が続いております。海外につきましては、アジア地域において通販市場の拡
大に伴う板紙及び衛⽣用紙の需要があるものの、新聞用紙及び印刷情報用紙は国内と同様に需要の減少傾向
が続くと見込まれるなど、厳しい状況が継続しております。これを受け、当社は世界的な紙の需要減を見込
み、抄紙用フエルトのコスト競争力を強化するべく⽣産体制の最適化を進めると同時に、原材料価格等の高
騰によるコスト上昇に対応するため、製品価格への転嫁を推進してまいりました。加えて、品質面では衛⽣
用紙向けベルトが世界的に評価され、拡販につなげるべく積極的な受注活動を⾏ってまいりました。

このような状況の中、原材料価格やエネルギー価格高騰による売上原価の増加、海上輸送の混乱や原油価
格高騰による運送コストの増加がありましたが、期中における国内製品価格改定の実施、海外フエルトの増
販に加え、為替が円安に推移した影響により、連結売上高は13,344百万円（前期比8.0％増）、連結営業利
益は800百万円（前期比50.7％増）、連結経常利益は1,044百万円（前期比37.7％増）、親会社株主に帰属す
る当期純利益は833百万円（前期比59.1％増）となりました。

事業報告（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
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　セグメントの業績は次のとおりです。
■�抄紙用具関連事業
 日本
　内需につきましては、抄紙用フエルトは需要の減少により販売数量が減
少いたしましたが、製品価格への転嫁を推進したことにより売上高は増加
いたしました。輸出につきましては、抄紙用フエルトは中国国内の一部顧
客の商流を当社直販に変更したため販売数量が増加いたしました。
　これに加え為替影響により、売上高は8,633百万円（前期比8.0％増）
となりました。
 北米
　抄紙用フエルト及びベルトは、新型コロナウイルス感染症の影響による
一部顧客の⽣産調整の一巡、及び板紙向けの需要増に加え受注活動が奏功し販売数量が増加いたしました。
　これに加え為替影響により、売上高は1,735百万円（前期比24.5％増）となりました。
 欧州
　抄紙用フエルトは、販売製品の選択と集中を⾏ったため販売数量が減少いたしました。抄紙用ベルトは、
衛⽣用紙向け製品の品質が評価され販売数量が増加いたしました。
　これに加え為替影響により、売上高は1,970百万円（前期比16.5％増）となりました。
 中国
　抄紙用フエルト及びベルトは、中国国内の景気減速に加え一部顧客の商流を当社直販に変更したため販売
数量が減少いたしました。
　この結果、売上高は143百万円（前期比70.8％減）となりました。

連結業績の概要

前年比
8.0％増

12,355

第98期 第99期

13,344

前年比
50.7％増

531

↓たたき台でブランクにするため以下
のような色にしています。
数値が更新されたら「0.0」の部分を墨
の 100%にしてください。

第98期 第99期

800

前年比
37.7％増

758
↓たたき台でブランクにするため以下
のような色にしています。
数値が更新されたら「0.0」の部分を墨
の 100%にしてください。

第98期 第99期

1,044

前年比
59.1％増

523

↓たたき台でブランクにするため以下
のような色にしています。
数値が更新されたら「0.0」の部分を墨
の 100%にしてください。

第98期 第99期

833

売上高 営業利益 親会社株主に帰属する
当期純利益経常利益

●�事業セグメント別売上高構成比
当社グループの販売拠点別の売上高を表示しております。

工業用事業
4％

総売上高

日本

北米

欧州

中国
タイ

抄紙用具
関連事業
96％

13,344
百万円

13,344百万円
（前期比　8.0％増）

800百万円
（前期比　50.7％増）

1,044百万円
（前期比　37.7％増）

833百万円
（前期比　59.1％増）
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タイ
　抄紙用フエルトは、販売製品の選択と集中を⾏ったため販売数量が減少いたしましたが、製品価格への転
嫁を推進したことにより売上高は増加いたしました。
これに加え為替影響により、売上高は313百万円（前期比14.5％増）となりました。

＜工業用事業＞
　工業用フエルトは、需要拡大が期待されている高温成型用の耐熱緩衝材の販売数量が増加いたしました。
　この結果、売上高は547百万円（前期比6.4％増）となりました。

（ご参考）
地域別の売上高

（単位：百万円）
日本 北米 欧州 中国 その他の地域 合計

2021年度 5,194 968 1,438 1,872 2,161 12,355
2022年度 5,948 1,333 1,565 1,750 2,746 13,344

（注） 当社グループ全体の売上高を販売地域（顧客の所在地）別に分類しております。

（3）�研究開発等の状況
　当社グループの研究開発活動は、抄紙用具関連事業及び工業用事業ともに、優位化商品、新製品の開発及
び技術開発を主体とし、また、環境に配慮したテーマをより多く取り上げて活動しております。
　抄紙用具関連事業の研究開発活動については、最新の市場動向や抄紙技術にお応えするため、新素材の応
用、新樹脂、新加工法の開発及び基盤技術開発を主体に⾏っております。
　当連結会計年度につきましては、市場ニーズに対応する競争力のある抄紙用フエルトの開発や、抄紙用ベ
ルトの高機能化及びコストダウンに繋がる品質改良・⽣産効率の改善を中心に取組みました。
　なお、当連結会計年度中に支出した研究開発費の総額は330百万円です。

（4）�設備投資等の状況
　当連結会計年度の設備投資につきましては、抄紙用ベルトの⽣産体制強化のため、製造設備の能力増強を
図るとともに、DX推進のためのIT投資や⽣産設備等の維持補修等を目的として、総額で421百万円実施いた
しました。

地域別売上高構成比
2022年度

その他の
地域

欧州

中国 日本

北米

事業報告
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（5）�資金調達の状況
　当連結会計年度につきましては、設備投資の当期支払資金を自己資金で充当いたしましたため、新規の借
入金調達は⾏っておりません。

（6）�対処すべき課題
■�経営環境
　当社グループを取り巻く経営環境は、紙媒体のデジタル化による国内市場の構造的な需要縮小、海外市場
での価格や品質面での競争の激化、加えて、ウクライナ紛争の長期化及び各国の政策金利の高止まりや欧米
での金融不安の影響などによる世界的な経済活動停滞の懸念など予断を許さない状況が続いております。

■�中期経営計画 “NE-24” 策定経緯
　このような環境下、当社グループは、2030年における世界経済や社会におけるメガトレンドを調査・検
討し、その社会構造の変化にどのように当社グループが関わっていくのかを示し、全社員が目指す「2030
年度に当社が実現する未来（IK VISION2030）」を決定いたしました。

IK VISION2030

サステナブルな社会に貢献し、イチカワを支える役職員、取引先、株主及び周辺の地域社会がそれぞれ高い満足度
を持つ会社となる。

　その上で、今後３回の連続する中期経営計画の第一段階として、2022年度を起点とする第７次中期経営
計画（略称 “NE-24”）を策定し、「経営方針」及び「経営目標」を次の通り定めました。“NE-24” では、「会
社を創り直す３年」というスローガンのもと、製造コスト及び品質面での競争力を高め収益基盤の強化に努
めてまいります。

経営方針
『社会と共存するイチカワを基本』として
１．抄紙用具事業

「抄紙プレスパートの総合ソリューションカンパニー」として、「世界一の品質」を目指す。
・「顧客志向」を追求し、ソリューションを提供することにより、「イチカワ＝頼れる存在」ブランドへ移⾏する。
・世界市場において、強固な一⾓を占めるグローバル企業となる。

２．新事業
「環境にやさしい、人々の⽣活を豊かにする製品や部材を届ける」事業を創設する。

“NE-24”（2022年４月１日～2025年３月31日）
スローガン 経営目標（“NE-24”）

「会社を創り直す」３年
・１株当たり連結当期純利益（EPS）：150円
・連結売上高：120億円以上
・連結売上高営業利益率：5.0％以上

事業報告
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■�“NE-24” の初年度振り返りと課題
　“NE-24” の初年度にあたる当連結会計年度につきましては、主に次の施策に取組みました。

・ 安定的な収益基盤確保に向けた地域密着型営業による営業・技術サービス力の向上、市場ニーズに対応
する競争力ある新製品の開発

・抄紙用ベルトの世界シェア拡大に向けた販売体制の強化と開発機能の増強
・世界標準の製造コストを目指す工程・製法の確立と品質安定性の向上

　こうした中、当連結会計年度の業績は、期中における国内製品価格改定の実施、海外フエルトの増販に加
え、為替が円安に推移した効果も伴って経営目標を達成いたしました。一方で、“NE-24” における各施策の
進捗に関しましては、一部に遅れが発⽣しており課題を残す結果となりました。

■�“NE-24” ２年⽬で取組むべきこと
　“NE-24” の２年目にあたる2023年度につきましては、遅延している施策の巻き返しを必須とし、引き続
き世界標準の工程・製法の確立と原料・設計の統廃合などによるコストの低減及び新製品と新用途構築へ向
けた開発体制の強化に努めると同時に、データとデジタル技術を効果的に活用することにより⽣産性の向上
を図ってまいります。また、SDGs活動を経営の重要課題と位置付け、企業活動を通じて環境負荷の低減に
取組み、地域社会とともに持続的に成長していくことを目指してまいります。

■�“NE-24” 展望
　当社グループが製造している抄紙用具（抄紙用フエルト・シュープレス用ベルト・トランスファー用ベルト）
が使用される取引先の抄紙機のプレスパート工程は、紙の水分を低下させることにより、乾燥工程でのエネル
ギー消費量削減に大きく寄与できることや、製造される紙の品質を決定づけることから、環境面・コスト面・
品質面で最も重要な工程です。
　当社グループは、取引先のプレスパート工程の能力が最大限に発揮される製品の組み合わせをご提案し、開
発・製造・販売ができる国内唯一、海外でも数社しかないメーカーです。
　“NE-24” では、「会社を創り直す３年」として、DX戦略を加速し、人的投資、組織制度改革を含め全社的な
基盤を創り直した上で、世界標準の製法・設計を確立し、品質安定性の向上とコスト競争力の強化を進めてま
いります。また、全世界をカバーする販売体制を活用し、顧客ニーズに対応する製品を世界中の取引先へ積極
的に拡販してまいります。
　なお、工業用事業につきましても、需要拡大が期待される高機能クッション材や新規用途分野の開拓によ
り、事業規模の拡大を目指してまいります。

■�社会とともに成長するイチカワ
　当社グループは、革新的な挑戦を続け、株主の皆様、取引先、従業員、地域社会などのステークホルダー
に対する社会的責任を果たし、社会とともに成長する企業を目指し日々努力を重ねていきますとともに、そ
の基盤構築のために、内部統制の一層の充実を図り、企業価値の増大に邁進してまいります。

事業報告
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（7）�財産及び損益の状況の推移

区　　　分 2017年度
第94期

2018年度
第95期

2019年度
第96期

2020年度
第97期

2021年度
第98期

2022年度
第99期

売上高 （百万円） 12,417 12,357 11,945 11,598 12,355 13,344

営業利益 （百万円） 592 485 418 323 531 800

売上高
営業利益率 （％） 4.8 3.9 3.5 2.8 4.3 6.0

経常利益 （百万円） 675 611 534 489 758 1,044

親会社株主に帰属する
当期純利益 （百万円） 344 366 358 369 523 833

1株当たり当期純利益 （円） 72.51 77.03 77.67 80.80 114.45 182.06

総資産 （百万円） 25,871 25,624 24,256 25,293 25,732 26,643

純資産 （百万円） 18,651 18,435 17,763 18,500 18,768 19,515

自己資本比率 （％） 72.1 71.9 73.2 73.1 72.9 73.2

1株当たり純資産 （円） 3,923.49 3,875.51 3,882.98 4,039.79 4,095.88 4,258.51

（注） 1.  2021年度（第98期）より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用しており、2021
年度（第98期）以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。

 2.  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を適用しており、繰延税金資産は投資そ
の他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、2017年度（第94期）の金額
は組み替え後の金額で表示しております。

 3.  １株当たり当期純利益は、期中平均発⾏済株式総数より自己株式数を控除した株式数によって算出しております。
 4.  １株当たり純資産は、期末発⾏済株式総数より自己株式数を控除した株式数によって算出しております。
 5.  当社は、2018年10月１日を効力発⽣日として普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、

2017年度（第94期）の期首に当該株式併合が⾏われたと仮定し、算定しております。
 6.  当社は、「株式給付信託（BBT）」を導入し、当該信託が保有する当社株式を連結計算書類において自己株式として計上しており

ます。これに伴い、１株当たり純資産の算定上、株主資本において自己株式として計上されている信託が保有する当社株式は、
期末発⾏済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、１株当たり当期純利益の算定上、当該信託が保有する当社
株式を「普通株式の期中平均株式数」の計算において控除する自己株式に含めております。

事業報告

26



（8）�重要な親会社及び子会社の状況
 ① 親会社との関係
  該当事項はありません。

 ② 重要な子会社の状況

会　社　名 資　本　金 当社の
出資比率 主要な事業内容

イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション 500千US＄ 100％ 抄紙用フエルト・ベルト、
工業用フエルトの販売

イチカワ・ヨーロッパGmbH 150千EUR 100％ 抄紙用フエルト・ベルト、
工業用フエルトの販売

宜紙佳造紙脱水器材貿易（上海）有限公司 300千US＄ 100％ 抄紙用フエルト・ベルト、
工業用フエルトの販売

イチカワ・アジア・カンパニーリミテッド 2百万THB 49％ 抄紙用フエルト・ベルト、
工業用フエルトの販売

株式会社イチカワテクノファブリクス 10百万円 100％ 工業用フエルトの販売

有限会社アイケー加工 3百万円 100％ 織物の織整、
縫合その他の加工

株式会社アイケーサービス 10百万円 100％ 当社製品の荷役・保管、
その他の当社委託業務

（注）  当社の子会社は上記の７社で、全て連結対象としており、持分法適用会社はありません。

（9）�主要な営業所及び工場
 ① 当社

名　　　称 所　在　地
本社 東京都文京区
柏工場 千葉県柏市
岩間工場 茨城県笠間市
開発研究所 茨城県笠間市
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 ② 子会社
名　　　称 所　在　地

イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション 米国 ジョージア州ピーチツリーコーナーズ市
イチカワ・ヨーロッパGmbH ドイツ デュッセルドルフ市
宜紙佳造紙脱水器材貿易（上海）有限公司 中国 上海市
イチカワ・アジア・カンパニーリミテッド タイ王国 バンコク市
株式会社イチカワテクノファブリクス 東京都文京区
有限会社アイケー加工 茨城県笠間市
株式会社アイケーサービス 千葉県柏市

（10）従業員の状況
従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

687名 5名減
（注） 常勤の就業人員について記載しております。

（11）主要な借入先
借　入　先 借　入　額

株式会社みずほ銀⾏ 464百万円
株式会社千葉銀⾏ 292百万円
株式会社三菱UFJ銀⾏ 104百万円

（12）その他当社グループの現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項
（1）�発行可能株式総数 18,833,800株

（2）�発行済株式の総数  4,659,925株
（自己株式307,226株を除く。）

（3）�株主数 3,947名

（4）�大株主
株　主　名 持　株　数 持 株 比 率

王子ホールディングス株式会社 414千株 8.88％
日本製紙株式会社 399千株 8.57％
イチカワ従業員持株会 226千株 4.85％
日本マスタートラスト信託銀⾏株式会社（信託口） 225千株 4.82％
株式会社みずほ銀⾏ 175千株 3.76％
株式会社千葉銀⾏ 174千株 3.74％
三菱UFJ信託銀⾏株式会社 139千株 2.99％
眞嶋　洋 139千株 2.98％
東レ株式会社 91千株 1.96％
株式会社日本カストディ銀⾏（信託E口） 81千株 1.75％

（注） 1. 持株比率につきましては、自己株式を控除して算出しております。
 2.  当社は、自己株式307千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、自己株式には株式給付信託（BBT)

の導入に際して設定した、株式会社日本カストディ銀⾏（信託E口）が所有する当社株式81千株は含んでおりません。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
　当社の株式報酬につきましては、「3.（5）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等」に記載のとおり
であります。当事業年度において取締役に対して交付した株式報酬はございません。
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3. 会社役員に関する事項
（1）�コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び体制
 ①  統治形態につきましては、業容、事業特性等を総合的に勘案し、監査役制度が適しているものとし、法

制の変化並びに経済の国際化等の経営リスクに対応するコーポレート・ガバナンスを推進しておりま
す。

 ②  取締役会につきましては、経営戦略の充実と迅速な意思決定による活性化を図るため、2003年６月よ
り取締役員数を削減するとともに取締役の責任と成果をより明確にするため任期を１年に短縮しまし
た。併せて業務執⾏の充実を図るため執⾏役員制度を導入しております。なお、経営の透明性の確保と
監督機能の強化のため、2015年６月に社外取締役を選任しております。

 ③  監査役制度につきましては、監査役会の監査方針に基づき、法定監査に加えて四半期決算の監査報告を
⾏う等任意監査を実施し、監査役機能の強化を図っております。

 ④  取締役・監査役候補者の指名並びに役員報酬の体系及び水準につきましては、決定プロセスの透明性と
客観性を一層高めるため、社外取締役、社外監査役及び代表取締役を委員とする指名及び報酬委員会を
設置しております。

コーポレート・ガバナンスの体系図

株主総会

監査役会
（監査役３名）

〈うち社外監査役２名〉

取締役会
（取締役８名）

〈うち社外取締役３名〉

執行役員会
（執行役員15名）

職制
（業務担当部門）経営監査部

会計監査人
（EY新日本有限責任監査法人）

指名及び報酬委員会代表取締役
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（2）��取締役及び監査役の氏名等
地　位 氏　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長
社長執⾏役員 牛 尾 雅 孝

取締役
常務執⾏役員 矢 崎 孝 信 海外担当管掌 兼 株式会社イチカワテクノファブリクス

担当
取締役
常務執⾏役員 斯 波 義 和 技術管掌 兼 ⽣産管掌 兼 開発研究所長

取締役
常務執⾏役員 小 堀 　 渉 国内担当管掌

取締役
常務執⾏役員 遠 山 宏 幸 総務管掌 兼 企画部・品質保証部担当 兼 人事部長

取締役　社外・独立 野 崎 　 晃 野崎法律事務所　代表
株式会社J-オイルミルズ監査役

取締役　社外・独立 長 岡 弘 樹 パラマウントベッドホールディングス株式会社顧問

取締役　社外・独立 本 所 良 太

常勤監査役 望 月 友 博

監査役　社外・独立 出 縄 正 人
スプリング法律事務所パートナー弁護士
株式会社アドバイスリンク取締役、日本プライムリア
ルティ投資法人監督役員、最高裁判所災害補償審査委
員会委員、株式会社ビー・エム・エル社外監査役

監査役　社外・独立 岡 田 貴 子
岡田貴子公認会計士・税理士事務所 代表
日本管財株式会社取締役（監査等委員）、RUN.EDGE株
式会社社外監査役

（注） 1. 取締役野崎晃氏、長岡弘樹氏及び本所良太氏は、社外取締役であります。
 2. 監査役出縄正人氏及び岡田貴子氏は、社外監査役であります。
 3.  取締役野崎晃氏、長岡弘樹氏、本所良太氏及び監査役出縄正人氏、岡田貴子氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け

出ております。
 4.  監査役岡田貴子氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
 5. 当事業年度中に、次のとおり監査役の重要な兼職の状況の変更がありました。

氏　名 変　更　内　容 変更年月日
岡 田 貴 子 RUN.EDGE株式会社社外監査役に就任 2023年１月12日

 6. 事業年度末日後に、次のとおり監査役の重要な兼職の状況の変更がありました。
氏　名 変　更　内　容  変更年月日

岡 田 貴 子 日本管財ホールディングス株式会社取締役（監査等
委員）に就任 2023年４月３日
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（3）��責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び社外監査役全員は、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令
が規定する額であります。

（4）��役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、
被保険者の業務の遂⾏に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことによって被る損害を当該保険
契約により補填することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら⾏った⾏
為に起因する損害は補填されない等、一定の免責事由があります。
　当該保険契約の被保険者は当社取締役及び監査役、執⾏役員、当社子会社の取締役及び監査役であり、全
ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

（5）��当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
　① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　当社は、2021年３月31日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名及び報酬
委員会へ諮問し、答申を受けております。
　また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定及び決定さ
れた報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名及び報酬委員会からの
答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

ア．基本方針
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう
株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水
準とすることを基本方針としております。
　具体的には、業務執⾏取締役の報酬は、基本報酬（「固定：役員報酬＋委嘱報酬」＋「変動：成果報
酬」以上いずれも金銭報酬）、役員賞与（短期業績連動報酬：金銭報酬）及び業績連動型株式報酬（中
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長期業績連動型報酬：非金銭報酬）により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務
に鑑み、基本報酬（役員報酬）のみを支払うこととしております。

イ．業績に連動しない金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　当社の取締役の基本報酬のうち、役員報酬と委嘱報酬は月例の固定報酬とし、各取締役の役割、責
任の大きさ、世間水準、従業員とのバランス等を考慮し、総合的に勘案して決定するものとしており
ます。

ウ．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び数又は額及び算定方法の決定に関する方針
　業績連動報酬等は、短期的なインセンティブ機能を目的とした成果報酬並びに役員賞与、中長期的
なインセンティブ機能を目的とした業績連動型株式報酬で構成しております。成果報酬は、役員退職
慰労金制度廃止に伴い、報酬の後払いの見地から旧役員退職慰労引当金繰入相当額を基準額とし、取
締役各人の各事業年度の業績・成果に連動させて変動する金銭報酬として毎年一定の時期に決定され、
毎月按分額を支給しております。役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業
績指標（KPI）を反映した現金報酬とし、各事業年度の経営成績水準に応じ算出された額を毎年、一定
の時期に支給しております。目標となる業績指標とその値は、前年度決算公表時に開示する当年度の
連結業績予想「連結経常利益」に設定するも、便宜、環境の変化に応じて指名及び報酬委員会の答申
を踏まえた見直しを⾏うものとしております。
　業績連動型株式報酬は、株式給付信託の仕組みを利用し、役員株式給付規程に基づき、中期経営計
画の最終年度における目標に対しての業績達成度等を勘案して定めるポイントが付与されますが、業
績達成度の指標は、本業における業績を反映すべきと考え、「中期経営計画の最終年度目標数値」を使
用し、その達成度の平均値を達成度として使用しております。なお、取締役に付与されるポイントは
取締役が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該ポイント数に応じた数
の当社株式を本信託から支給しております。

エ． 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
の決定に関する方針

　業務執⾏取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に
属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウエイトが高ま
る構成とし、指名及び報酬委員会において検討を⾏います。取締役会の委任を受けた代表取締役社長
は指名及び報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役
の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
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オ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長が具体的内容について委任を受
けるものとし、その権限の内容は、原案（各取締役の基本報酬の額、各取締役の担当事業等の業績を
踏まえた賞与の評価配分及び業績連動型株式報酬のポイント数）の立案としています。上記の委任を
受けた代表取締役社長は、当該権限が適切に⾏使されるよう指名及び報酬委員会に原案を諮問し答申
を得るものとし、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。

　② 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　取締役会は、代表取締役社長 牛尾雅孝に対し各取締役の基本報酬の額、各取締役の担当事業等の業績
を踏まえた賞与の評価配分及び業績連動型株式報酬のポイント数の決定を委任しております。委任した
理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当事業等について評価を⾏うには代表取締役が適
していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名及び報酬
委員会がその妥当性等について確認しております。

　③ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

147
（21）

111
（21）

36
（―）

―
（―）

9
（3）

監査役
（うち社外監査役）

28
（12）

28
（12）

―
（―）

―
（―）

3
（2）

（注） 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
 2.  取締役の報酬限度額は、2018年６月28日開催の第94回定時株主総会において年額270百万円以内（うち社外取締役は年額30百

万円以内）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は７名（うち社外取締役は２名）であります。
 3.  取締役（社外取締役を除く）及び執⾏役員を対象に上記報酬限度額とは別に、2018年６月28日開催の第94回定時株主総会及び

2021年６月29日開催の第97回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度の導入を決議いただいております。当該定時株
主総会終結時点での取締役の員数は、第94回定時株主総会終結時点では５名（社外取締役を除く）、第97回定時株主総会終結時
点では５名（社外取締役を除く）であります。

 4.  監査役の報酬限度額は、1994年６月29日開催の第70回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当
該定時株主総会終結時点での監査役の員数は３名（うち社外監査役は１名）であります。

 5.  業績に連動する報酬として取締役に対して成果報酬及び役員賞与並びに業績連動型株式報酬を支給しております。業績に連動す
る報酬の額（又は数）の算定の基礎として選定した業績指標の内容は次のとおりであります。

  ・成果報酬及び役員賞与：当年度の連結業績予想「連結経常利益」
  ・業績連動型株式報酬：中期経営計画の最終年度目標数値
   また、当該業績指標を選定した理由は、本業における業績を反映することが適切と考えたためであり、業績連動報酬等の額の算

定方法は、業績指標に対する達成度に応じた算定方法としております。
   なお、当事業年度を含む選定した業績指標の推移につきましては、「1.（７）　財産及び損益の状況の推移」に記載のとおりであ

ります。
 6.  上記業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額と当事業年度に費用計上した業績連動型株式報酬額であります。
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（6）�社外役員に関する事項
 ① 重要な兼職先と当社との関係

区　分 氏　名 兼 職 状 況

社外取締役 野 崎 　 晃 野崎法律事務所　代表
株式会社J-オイルミルズ監査役

社外取締役 長 岡 弘 樹 パラマウントベッドホールディングス株式会社顧問

社外取締役 本 所 良 太 ―

社外監査役 出 縄 正 人

スプリング法律事務所パートナー弁護士
株式会社アドバイスリンク取締役
日本プライムリアルティ投資法人監督役員
最高裁判所災害補償審査委員会委員
株式会社ビー・エム・エル社外監査役

社外監査役 岡 田 貴 子
岡田貴子公認会計士・税理士事務所　代表
日本管財株式会社取締役（監査等委員）
RUN.EDGE株式会社社外監査役

（注） 1. 上記の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
 2. 監査役岡田貴子氏は、2023年４月３日付で日本管財ホールディングス株式会社取締役（監査等委員）に就任しております。

 ② 当事業年度における主な活動状況
氏　名

（地位）
取締役会
出席状況

監査役会
出席状況

主な発言状況及び
期待される役割に関して行った職務の概要

野 崎 　 晃
（社外取締役） 17回中17回 ―

弁護士としての専門的見地から、豊富な経験と高い見識
に基づいた発言を⾏っております。また、任意の諮問委
員会である指名及び報酬委員会の委員を務め、取締役等
の指名及び報酬に係る決定プロセスの透明性や公平性を
高めるために重要な役割を果たしました。

長 岡 弘 樹
（社外取締役） 17回中17回 ―

公認会計士としての専門的見地から、豊富な経験と高い
見識に基づいた発言を⾏っております。また、任意の諮
問委員会である指名及び報酬委員会の委員を務め、取締
役等の指名及び報酬に係る決定プロセスの透明性や公平
性を高めるために重要な役割を果たしました。

本 所 良 太
（社外取締役） 13回中13回 ―

企業経営者として培われた経験と豊富な知識に基づいた
発言を⾏っております。また、任意の諮問委員会である
指名及び報酬委員会の委員を務め、取締役等の指名及び
報酬に係る決定プロセスの透明性や公平性を高めるため
に重要な役割を果たしました。

事業報告

35



氏　名
（地位）

取締役会
出席状況

監査役会
出席状況

主な発言状況及び
期待される役割に関して行った職務の概要

出 縄 正 人
（社外監査役） 17回中17回 19回中19回

弁護士としての専門的見地から、豊富な経験と高い見識
に基づいた発言を⾏っております。また、任意の諮問委
員会である指名及び報酬委員会の委員を務め、取締役等
の指名及び報酬に係る決定プロセスの透明性や公平性を
高めるために重要な役割を果たしました。

岡 田 貴 子
（社外監査役） 17回中17回 19回中19回

公認会計士及び税理士としての専門的見地から、豊富な
経験と高い見識に基づいた発言を⾏っております。また、
任意の諮問委員会である指名及び報酬委員会の委員を務
め、取締役等の指名及び報酬に係る決定プロセスの透明
性や公平性を高めるために重要な役割を果たしました。

（注）社外取締役本所良太氏につきましては、2022年６月29日就任後の状況を記載しております。

（7）�執行役員
　2023年３月31日現在の執⾏役員15名のうち、取締役を兼務していない執⾏役員は、以下の10名であります。

地　位 氏　名 担　当
常務執⾏役員 星 　 利 幸 DX推進部担当
常務執⾏役員 ユッカ　レヒト 欧州統括
常務執⾏役員 田 村 　 茂 品質保証部長
執⾏役員 諸 川 正 憲 企画部長
執⾏役員 石 井 啓 文 技術管掌補佐 兼 技術企画部長
執⾏役員 小 田 浩 之 ⽣産管掌補佐 兼 ⽣産企画部長
執⾏役員 池 田 岳 志 経営監査部長
執⾏役員 平 間 孝 史 統括工場長
執⾏役員 吉 村 　 肇 国内担当管掌補佐 兼 海外担当管掌補佐 兼 営業企画部長
執⾏役員 岡 田 秀 之 株式会社イチカワテクノファブリクス取締役社長

事業報告

36



4. 会計監査人の状況
（1）�会計監査⼈の名称
　EY新日本有限責任監査法人

（2）�責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

（3）�当事業年度に係る会計監査⼈の報酬等の額及び監査役会が同意した理由
 ① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等
　　　　38百万円
 ② 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
　　　　40百万円

（注） 1.  監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実
施状況、及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を⾏っております。

 2.  当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しており
ませんので、上記の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。

 3.  当社の子会社のうち、イチカワ・ヨーロッパGmbHは、当社の会計監査人と同一のネットワークに属しているアーンスト・アン
ド・ヤング（Ernst＆Young）の会計監査を受けております。

（4）�非監査業務の内容
　該当事項はありません。

（5）�会計監査⼈の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監
査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後
最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
　また、監査役会は、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発⽣により、適正な監査の遂⾏が困
難であると認められる場合には、株主総会に提出する解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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（6）�子会社の監査の状況
　当社の子会社のうち、イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション、宜紙佳造紙脱水器材貿易（上海）
有限公司、イチカワ・アジア・カンパニーリミテッドは当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けてお
ります。

5. 会社の体制及び方針
（1）�業務の適正を確保するための体制
　当社は、会社法及び会社法施⾏規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会に
おいて決議しております。その概要は以下のとおりであります。
 1. 当社及び当社の子会社の取締役の職務の執⾏が法令及び定款に適合することを確保するための体制。
 ① 当社の取締役会は、法令、定款及び取締役会規程の定めにより、当社の業務執⾏を決定する。
 ②  「企業⾏動規範」の制定及び「コンプライアンス規程」をはじめとする社内諸規程の整備並びにこれを

厳正に運用することにより、法令等違反⾏為を未然に防止する。
 ③  当社及び当社の子会社の取締役は、職務の執⾏に関し、必要に応じ顧問弁護士その他の専門家に適法

性の確認を取る。
 2.  当社の取締役の職務の執⾏に係る情報の保存及び管理に関する体制。
 ①  取締役会議事録、執⾏役員会議事録、稟議書、会計帳簿等の文書類及びその他情報については、関連

諸規程の定めにより、各所管部署において適切に保存及び管理を⾏う。
 ②  取締役及び監査役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。
 3. 当社及び当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制。
 ①  損失の危険の管理に関する規程として、「リスク管理規程」を制定し、当社及び当社の子会社が管理す

べきリスクの洗出し、評価、対策等について定める。
 ②  個々のリスクについては、「リスク管理規程」の定めに基づき、職制により適切な予防及び対策を実施

する。
 ③  リスク管理の状況については、執⾏役員会において定期的に有効性を評価し、必要に応じ是正措置を

⾏う。
 ④  当社及び当社の子会社の経営に重大な影響を与えるリスクが発⽣した場合には、代表取締役社長を本

部長とする対策本部を設置し、損失の極小化を図る。
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 4. 当社及び当社の子会社の取締役の職務の執⾏が効率的に⾏われることを確保するための体制。
 ①  職務の執⾏においては、法令、定款、経営規程及び執⾏規程等の定めに従い、取締役、執⾏役員、各

部署の職制がこれを厳正に運用する。
 ②  執⾏責任の明確化と業務執⾏の効率化を図るため、執⾏役員制度を採用する。
 ③  取締役会は、経営規程に基づき中期経営計画及び年度計画を決定し、その執⾏を監督する。
 ④  代表取締役、執⾏役員及び各部署の職制は、経営計画の目標達成に向けて、業務を執⾏・管理する。
 ⑤  代表取締役及び執⾏役員は、業務執⾏状況について、毎月、定時取締役会に報告する。
 ⑥  当社より当社の子会社へ役員を派遣することにより、子会社の経営管理体制を強化するとともに、「関

係会社管理規程」に基づき、管理担当部門が子会社の経営を指導し、統括管理し、適正かつ効率的な
職務の執⾏を確保する。

 ５. 当社及び当社の子会社の使用人の職務の執⾏が法令及び定款に適合することを確保するための体制。
 ①  「企業⾏動規範」の制定及び「コンプライアンス規程」をはじめとする社内諸規程の整備を⾏うととも

に、各部署の職制においてこれを厳正に運用し、法令等違反⾏為を未然に防止する。
 ②  社長直轄の「経営監査部」を設置し、経常業務推進上の適法性及び予算執⾏上の有効性に関する内部

管理機能を強化する。
 ６. 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制。
 ① 当社より子会社へ役員を派遣することにより、子会社の経営管理体制を強化する。
 ②  「関係会社管理規程」に基づき、子会社の一定の重要事項について当社の関係会社管理担当部門に定期

的な報告を義務付ける。
 ③  「予算管理制度規程」に基づき、予算管理制度に当社の子会社の予算を組み入れ、その進捗状況につい

て毎月、各子会社に当社執⾏役員会への報告を求める。
 ７.  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び

当該使用人の取締役からの独立性に関する事項。
 ①  監査役監査に対しては、最善の監査環境を提供することとし、監査役より職務を補助する使用人設置

の求めがあった場合には、速やかに任命する。
 ②  監査役を補助する使用人を設置した場合は、当該使用人の任命及び解職については監査役会の同意を

得るものとする。
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 ８.  監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項。
   監査役の職務を補助すべき使用人として監査役会の下に所属する従業員への指揮命令権は、監査役に

属するものとする。また、処遇（査定を含む）、懲戒等の事項については、当社と監査役の間で事前協
議のうえ実施する。

 ９. 監査役への報告に関する体制。
 ①  監査役が、監査等を通じて、取締役及び使用人から必要な情報をいつでも入⼿できる体制とする。
 ②  取締役は、法定事項の他、当社経営に重要な影響を及ぼす事項については、監査役へ遅滞なく報告す

る。
 ③  「監査役会規程」に基づき、監査役会は、必要に応じて、当社及び当社の子会社の会計監査人、取締役、

執⾏役員、使用人その他の者に対して報告を求める。
 ④  「イチカワ・ヘルプライン管理規程」に基づき、内部通報に関する情報は経営監査部より監査役に報告

される。
 10.  監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制。
   当社は、監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として当社または子会社において不利な取

扱いを受けないことを確保するための制度を確保する。
 11.  監査役の職務の執⾏について⽣ずる費用の前払又は償還の⼿続その他の当該職務の執⾏について⽣ず

る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項。
   当社は、監査役がその職務の執⾏について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の

請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
 12. その他監査役の監査が実効的に⾏われることを確保するための体制。
 ①  監査役監査に対しては、最善の監査環境を提供する。
 ② 監査役会に対して、代表取締役との定期的な意見交換会を開催する。
 ③ 常勤監査役の主要会議体への出席機会を確保する。
 ④ 監査役会が経営監査部と連携できる体制を整備する。
 13. 財務報告の信頼性を確保するための体制。
   金融商品取引法その他の法令等の定めに基づき、財務報告に係る内部統制の構築、評価及び報告に関

して適切な運営を図り、財務報告の信頼性を確保する。
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（2）�業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
 ① コンプライアンス
  ・ 当社は、「企業⾏動規範」及び「コンプライアンス規程」を策定し、全ての役職員について周知徹底を

図っております。
 また、コンプライアンス委員会を毎月開催し、部署毎のコンプライアンス状況を報告するとともに、
職位に応じて必要な社内教育、指導を実施しております。

  ・ 経営監査部は、当社グループのコンプライアンス状況について、各コンプライアンスオフィサーから
毎月報告を受けております。
また、法令、規程等に適合していることを確認するための内部監査を⾏い、半期毎に内部監査結果報
告書を作成し、取締役会に報告しております。

  ・ 「イチカワ・ヘルプライン管理規程」に基づき、当社グループ内の違法、規程違反、反倫理的⾏為等の
問題の未然防止と早期発見を図るため、内部通報窓口を設置し運用しております。

  ・ 「イチカワ・ヘルプライン」には、社内窓口のほか、当社と利害関係のない弁護士にも受付窓口を設置
し、当社及び当社グループの従業員からの通報及び相談に対応しております。

 ② リスクマネジメント
  ・ 当社は、「リスク管理規程」で定められた各種リスクの状況を執⾏役員会で報告を⾏い、有効性を評価

し、必要に応じて是正措置を⾏っております。
また、大規模災害等不測の事態に備え、BCP（事業継続計画）を策定し、緊急時の体制を整備してお
ります。

  ・ インサイダー取引防止のため、当社グループの役員、従業員が自社株式を売買する際は、当社総務部
長に事前申請の上、同部長の許可を得た場合にのみ売買できる体制を運用しております。

 ③ 取締役の職務執⾏の適正性及び効率性並びに情報管理に関する取組み
  ・ 当社は、定時取締役会を毎月１回開催し、法令で定められた事項や経営方針、予算の策定等経営上の

重要事項を全て付議するとともに、業務の執⾏状況を報告し、逐次対策等を検討しております。
また、四半期毎に取締役（社外取締役を除く）の業務執⾏について、評価を⾏っております。

  ・ 当社は、執⾏役員会を原則毎月１回開催し、取締役会決定に基づく業務執⾏及び各執⾏役員の課題に
ついて審議・報告を⾏っております。

  ・ 当社は、取締役会規程のほか、関連諸規程の定めにより、取締役の職務の執⾏に係る情報を各所管部
署において適切に保存及び管理しております。
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 ④ グループにおける業務の適正性に関する取組み
  ・ 当社は、子会社への役員の派遣、経営監査部による子会社の内部監査を通じ当社グループにおける業

務の適正性を確保しております。
  ・ 当社は、予算管理制度に子会社の予算を組み入れ、進捗状況を執⾏役員会に報告することにより、子

会社の管理を⾏っております。
 ⑤ 監査役の監査が実効的に⾏われることを確保するための取組み
  ・ 監査役は、監査役会において監査方針、監査計画を協議・決定し、各事業所及び子会社への往査等を

通じて業務内容の適法性、妥当性について監査を実施しております。
また、取締役会を含む重要な会議への出席や代表取締役、取締役、社外取締役、執⾏役員、会計監査
人及び経営監査部との間で定期的に情報交換を⾏い、取締役の職務の執⾏について監視しております。

（3）�剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社の剰余金の配当につきましては、「安定的かつ積極的な利益還元」を基本とし、企業競争力の強化と財
務の健全性を総合的に勘案して実施してまいります。なお、配当性向につきましては、１株当たり連結当期
純利益の30％以上を目処としております。
　内部留保金につきましては、将来の企業価値を高めるため、主力事業の市場競争力強化を目的とした設備
投資及び研究開発投資等の原資として有効に活用してまいります。
　また、健全な財務体質を前提とし、機動的な自己株式の取得等を実施することを検討してまいります。
　当事業年度の配当金につきましては、2023年５月15日開催の取締役会の決議により期末配当を40円とし、
中間配当の30円と合わせた年間配当金は、１株当たり70円といたしました。

◎以上の報告は、次により記載しました。
　1．百万円単位の記載金額は、百万円未満切り捨てにより表示しています。
　2．千株単位の株式数は、千株未満切り捨てにより表示しています。
　3．持株比率は、小数点以下第３位切り捨てにより表示しています。
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単位：百万円

連結貸借対照表（2023年３月31日現在）

科　⽬ 金　額

（資産の部） 26,643

流動資産 13,813

現金及び預金 5,784

受取⼿形 277

売掛金 4,108

商品及び製品 1,599

仕掛品 997

原材料及び貯蔵品 867

その他 182

貸倒引当金 △2

固定資産 12,829

有形固定資産 8,997

建物及び構築物 3,971

機械装置及び運搬具 2,804

工具、器具及び備品 158

土地 1,807

リース資産 67

建設仮勘定 187

無形固定資産 74

投資その他の資産 3,757

投資有価証券 3,687

繰延税金資産 30

その他 90

貸倒引当金 △50

資産合計 26,643

科　⽬ 金　額
（負債の部） 7,128
流動負債 3,159
支払⼿形及び買掛金 602
短期借入金 860
リース債務 52
未払法人税等 146
契約負債 42
賞与引当金 438
役員賞与引当金 32
その他 985

固定負債 3,968
リース債務 29
繰延税金負債 521
役員株式給付引当金 131
退職給付に係る負債 3,202
その他 83

（純資産の部） 19,515
株主資本 17,873
資本金 3,594
資本剰余金 2,333
利益剰余金 12,593
自己株式 △647
その他の包括利益累計額 1,621
その他有価証券評価差額金 1,403
為替換算調整勘定 208
退職給付に係る調整累計額 9

非支配株主持分 19
負債及び純資産合計 26,643
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単位：百万円

連結損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

科　目 金　額
売上高 13,344
売上原価 7,915
売上総利益 5,428
販売費及び⼀般管理費 4,628
営業利益 800
営業外収益
受取利息及び配当金 112
為替差益 91
受取賃貸料 15
雇用調整助成金 16
雑収入 76 312
営業外費用
支払利息 7
賃貸費用 13
訴訟関連費用 4
固定資産除却損 4
貸与資産経費 14
棚卸資産処分損 18
雑損失 5 68
経常利益 1,044
特別利益
投資有価証券売却益 5 5
特別損失
ゴルフ会員権評価損 3 3
税金等調整前当期純利益 1,045
法⼈税、住民税及び事業税 321
法⼈税等調整額 △109
当期純利益 833
非支配株主に帰属する当期純利益 0
親会社株主に帰属する当期純利益 833
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単位：百万円

連結株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

株　主　資　本
資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,594 2,333 12,040 △ 647 17,320
当期変動額

剰余金の配当 △ 279 △ 279
親会社株主に帰属する
当期純利益 833 833

自己株式の取得 △ 0 △ 0
従業員奨励福利基金 △ 0 △ 0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 553 △ 0 553
当期末残高 3,594 2,333 12,593 △ 647 17,873

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 1,329 88 12 1,431 16 18,768
当期変動額

剰余金の配当 △ 279
親会社株主に帰属する
当期純利益 833

自己株式の取得 △ 0
従業員奨励福利基金 △ 0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 73 119 △ 3 190 3 193

当期変動額合計 73 119 △ 3 190 3 747
当期末残高 1,403 208 9 1,621 19 19,515
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連結注記表

＜連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等＞
１. 連結の範囲に関する事項
   全ての子会社７社（イチカワ・ノース・アメリカ・コー

ポレーション、イチカワ・ヨーロッパGmbH、宜紙佳
造紙脱水器材貿易（上海）有限公司、イチカワ・アジ
ア・カンパニーリミテッド、㈱イチカワテクノファブリ
クス、㈲アイケー加工、㈱アイケーサービス）を連結
の対象としております。

２. 持分法の適用に関する事項
  該当する会社はありません。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
   宜紙佳造紙脱水器材貿易（上海）有限公司の決算日は、

12月31日であり、連結計算書類の作成にあたっては、
同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に⽣
じた重要な取引については、連結上必要な調整を⾏っ
ております。その他の連結子会社の決算日は、連結決
算日と一致しております。

４. 会計方針に関する事項
（1） 重要な資産の評価基準及び評価方法
 ①有価証券
  その他有価証券
　・市場価格のない株式等

以外のもの
…… 時価法

     　　　　　　　　　（ 評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

　・市場価格のない株式等……移動平均法による原価法
 ②デリバティブ取引により⽣ずる債権及び債務
  時価法
 ③棚卸資産

移動平均法による原価法（連結貸借対照表価額は、収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
ただし、在外連結子会社は個別法による低価法によっ
ております。

（2） 重要な減価償却資産の減価償却の方法
　①有形固定資産………
  （リース資産を除く）

定額法
なお、主な耐用年数は次のとおり
であります。
建物及び構築物 3年～60年
機械装置及び運搬具 2年～17年
工具、器具及び備品 2年～20年

　②無形固定資産………
  （リース資産を除く）

定額法
なお、ソフトウエア（自社利用分）
については、社内における見込利
用可能期間（５年）による定額法
によっております。

　③リース資産…………所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存
価額を零とする定額法

（3）重要な引当金の計上基準
 ①貸倒引当金………… 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権及び破
産更⽣債権等については個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込
額を計上しております。

 ②賞与引当金………… 従業員に対して支給する賞与の支
出に充てるため、支給見込額に基
づき当連結会計年度に見合う分を
計上しております。

 ③役員賞与引当金…… 役員に対して支給する賞与の支出
に備えて、当連結会計年度に見合
う支給見込額に基づき計上してお
ります。

 ④役員株式給付引当金… 当社の取締役及び執⾏役員に対す
る当社株式の給付に備えるため、
役員株式給付規程に基づき、取締
役及び執⾏役員に割り当てられた
ポイントに応じた株式の給付見込
額を計上しております。  
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（4）重要な収益及び費用の計上基準
   当社及び連結子会社は、全ての事業において顧客ごと

の規格に合わせた製品を受注し、販売しております。
   当社及び連結子会社の顧客との契約から⽣じる収益に

関する主要な事業における主な履⾏義務の内容及び当
該履⾏義務を充足する通常の時点（収益を認識する通
常の時点）は以下のとおりであります。

  国内取引
    当社及び連結子会社は、商品及び製品を顧客に引き

渡した時点又は顧客が検収した時点において顧客が
当該商品及び製品に対する支配を獲得し履⾏義務が
充足されると判断していることから、商品及び製品
の支配が顧客に移転した時点で、当該商品及び製品
と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識し
ております。ただし、収益認識適用指針第98項に定
める代替的な取扱いを適用し、商品及び製品の国内
の販売において、出荷時から当該商品及び製品の支
配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間で
ある場合には、出荷時に収益を認識しております。

  輸出取引
    当社及び連結子会社は、輸出の取引条件により在庫

の保有に伴うリスクが顧客に移転する時点において
顧客が当該製品に対する支配を獲得し履⾏義務が充
足されると判断していることから、製品の支配が顧
客に移転した時点で当該製品と交換に受け取ると見
込まれる金額で収益を認識しております。

   なお、取引価格は、売上値引等の変動対価を考慮して
算定しております。

   売上値引等が発⽣すると見込まれる商品及び製品につ
いては、値引等が見込まれる額を売上高から控除し、
返金負債を認識しております。

（5）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
 ①外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。なお、在外連結子会社の資産・負債及び収益・
費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含
めております。

 ②退職給付に係る会計処理の方法
　・退職給付見込額の期間帰属方法
   退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連

結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。なお、在外連結子
会社は計上しておりません。

　・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、５年による定額法によ
り按分額を発⽣の翌連結会計年度より費用処理してお
ります。
過去勤務費用については、５年による定額法により按
分額を費用処理しております。

　・小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給
付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用し
ております。

＜会計上の見積りに関する注記＞
１. 抄紙用フエルトの製造に関する有形固定資産の減損

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
   減損損失　―百万円、有形固定資産　3,555百万円

（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
 ①算出方法
   当社グループは、固定資産に対し、経営環境の変化に

より、将来その資産グループから⽣み出されるキャッ
シュ・フローが減少する等、帳簿価額相当額を回収す
ることができないと判断されるような事象や状況の変
化が⽣じていないか、減損に関する検討を⾏っており
ます。資産グループの回収可能価額は正味売却価額と
使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定してお
ります。

   国内市場での紙のデジタル化による構造的な需要縮小
やグローバル市場での競争の更なる激化を見込み、フ
エルトのコスト競争力を強化するべく⽣産体制の最適
化を図ってまいりましたが、抄紙用フエルトの製造に
関する有形固定資産については事業環境の変化に伴い
収益性が低下したことにより減損の兆候があると判断
しましたものの、割引前将来キャッシュ・フローの総
額がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失
は認識していません。割引前将来キャッシュ・フロー
につきましては、取締役会において承認された中期経
営計画を基礎とした事業計画と、事業計画が作成され
ている期間を超えている期間についての市場成長率、
国内外の製紙業界の動向や地域別の販売見通し、使用
後の資産の処分価額等を基礎として総合的に勘案して
見積もっており、原材料価格やエネルギー価格高騰な
ど、経営環境の変化に伴う影響も考慮し、見直しを⾏
っております。

 ②主要な仮定
   割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な

仮定は、事業計画の基礎となる製紙業界の市場成長率、
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地域別の販売見通し並びに使用後の資産の処分価額で
あります。市場成長率は紙・板紙⽣産量を考慮して算
定しており、地域別の販売見通しは過去の実績を考慮
して算定しております。使用後の資産の処分価額は外
部機関による不動産鑑定価格に基づいております。

 ③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
   割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な

仮定が異なる場合、翌連結会計年度の連結計算書類に
おいて、抄紙用フエルトの製造に関する有形固定資産
の減損損失が発⽣する可能性があります。

＜表示方法の変更＞
（連結損益計算書関係）

　前連結会計年度において、「営業外費用」の「雑損失」
に含めていた「棚卸資産処分損」は、営業外費用の総額の
100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記
しております。
　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営
業外収益」の「受取利息」、「受取配当金」は連結計算書類
の一覧性向上の観点から、当連結会計年度より科目を集約
し「営業外収益」の「受取利息及び配当金」として表示し
ております。

＜追加情報＞
（株式給付信託の導入）

　当社は、第95期より、取締役（社外取締役を除きます。）
及び執⾏役員（以下、取締役とあわせて「取締役等」とい
います。）に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信
託（BBT）」（以下「本制度」といいます。）を導入してお
ります。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式
価値との連動性をより明確にすることで、取締役等の中長
期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め
ることを目的としております。
　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に
信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の
取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）に準
じております。

（1） 取引の概要      
本制度に基づき設定される信託が当社の拠出する金銭
を原資として当社株式を取得します。当該信託は、当
社株式及び当社株式の時価相当の金銭を、当社の定め
る役員株式給付規程に従って、対象取締役等に対して
給付します。当該給付の時期は、原則として対象取締
役等の退任時となります。

（2） 信託に残存する自社の株式    
信託に残存する自社株式を、信託における帳簿価額 

（付随費用の金額を除きます。）により純資産の部に自
己株式として計上しております。当連結会計年度末の
当該自己株式の帳簿価額は143百万円、株式数は
81,900株となります。

＜連結貸借対照表に関する注記＞
１. 担保に供している資産 建物及び構築物 942百万円

機械装置及び運搬具 9百万円
工具、器具及び備品 3百万円
土　地 161百万円

計 1,116百万円
上記に対応する債務 短期借入金 150百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 32,804百万円

３. 保証債務残高
  MHCB Consulting （Thailand） Co.,Ltd.
 3百万円（960,000THB）
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＜連結株主資本等変動計算書に関する注記＞
１. 当連結会計年度の末日における発⾏済株式の総数
  普通株式 4,967,151株

２. 配当金支払額

決　議 株式の
種類

配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力
発生日

2022年５月13日
取締役会

普通
株式 139 30.00 2022年

３月31日
2022年
６月９日

2022年10月31日
取締役会

普通
株式 139 30.00 2022年

９月30日
2022年

12月１日
（注） １.  2022年５月13日取締役会決議による配当金の総額に

は、信託が保有する自社の株式に対する配当金２百万
円が含まれております。

 ２.  2022年10月31日取締役会決議による配当金の総額に
は、信託が保有する自社の株式に対する配当金２百万
円が含まれております。

３.  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の
効力発⽣日が翌連結会計年度となるもの

決　議 株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力
発生日

2023年５月15日
取締役会

普通
株式

利益
剰余金 186 40.00 2023年

３月31日
2023年
６月８日

（注）  2023年５月15日取締役会決議による配当金の総額には、
信託が保有する自社の株式に対する配当金３百万円が含ま
れております。

＜金融商品に関する注記＞
１. 金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に対する取組方針
   当社グループは、資金運用については短期的な預金等

に限定し、また資金調達については銀⾏借入による方
針であります。デリバティブは、輸出取引の為替変動
リスクを回避するために利用し、投機的な取引は⾏い
ません。

（2） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取⼿形及び売掛金は、顧客の信用リ
スクに晒されておりますが、取引先ごとの期日管理及
び残高管理を⾏っております。また外貨建ての営業債
権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物
為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証
券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、
市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期
ごとに時価の把握を⾏っております。
営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であり
ます。短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であ
り、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は主
に設備投資に係る資金調達であります。営業債務、借
入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務
は、流動性リスクに晒されておりますが、資金収支計
画を作成するなどの方法により管理しております。

（3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込ん
でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、
当該価格が変動することもあります。また、「２．金融
商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取
引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありま
せん。
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２. 金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日（当期の連結決算日）における連結
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等
は、次表には含まれておりません（（注）参照）。また、
現金は注記を省略しており、預金、受取⼿形、売掛金、
支払⼿形及び買掛金、短期借入金は短期間で決済され
るため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省
略しております。

 （単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額（＊）

時　価
（＊） 差　額

（1）投資有価証券 3,687 3,687 ―
（2）デリバティブ取引 （5） （5） ―

（＊）  負債に計上されているものについては、（　　）で示してお
ります。

（注）市場価格のない株式等
 （単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 0
その他 0

合計 0
  上記については、「（1）投資有価証券」には含めておりません。

３．  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
   金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの

観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。

   レベル１の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場に
おける（無調整の）相場価格により算
定した時価

   レベル２の時価： レベル１のインプット以外の直接又
は間接的に観察可能なインプットを
用いて算定した時価

  レベル３の時価： 重要な観察できないインプットを使
用して算定した時価

   時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使
用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が
最も低いレベルに時価を分類しております。

 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金
融負債
 （単位：百万円）

区　分
時　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合　計

投資有価証券 3,687 ― ― 3,687
資産計 3,687 ― ― 3,687

デリバティブ取引 ― 5 ― 5
負債計 ― 5 ― 5

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
   投資有価証券
  　 上場株式は相場価格を用いて評価しております。上

場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１の時価に分類しております。

   デリバティブ取引
  　 為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なイン

プットを用いて割引現在価値法により算定しており、
レベル２の時価に分類しております。
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＜収益認識に関する注記＞
１. 顧客との契約から⽣じる収益を分解した情報

（1）地域別の内訳
 （単位：百万円）

報告セグメント
抄紙用具
関連事業 工業用事業 合計

主たる地域市場
日本 8,633 526 9,160
北米 1,735 20 1,756
欧州 1,970 ― 1,970
中国 143 0 143
タイ 313 ― 313

顧客との契約から⽣じる収益 12,796 547 13,344
外部顧客への売上高 12,796 547 13,344

（2） 主要な財又はサービスのライン別の内訳
 （単位：百万円）

報告セグメント
抄紙用具
関連事業 工業用事業 合計

主要な財又はサービスのライン
フエルト 7,278 ― 7,278
ベルト 5,325 ― 5,325
その他 192 547 740

顧客との契約から⽣じる収益 12,796 547 13,344
外部顧客への売上高 12,796 547 13,344

２. 収益を理解するための基礎となる情報
   連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に

関する注記「４.会計方針に関する事項、（4）重要な収
益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

３.  当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額
を理解するための情報

（1） 契約資産及び契約負債の残高等
 （単位：百万円）
顧客との契約から⽣じた債権 （期首残高） 4,413
 （期末残高） 4,385
契約負債 （期首残高） 17
 （期末残高） 42

   契約負債は、主に、引き渡し時に収益を認識する顧客
との販売契約について、支払条件に基づき顧客から受
け取った前受金に関するものであります。契約負債は、
収益の認識に伴い取り崩されます。

   当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在
契約負債残高に含まれていた額は、17百万円でありま
す。

   過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履⾏義務
から、当連結会計年度に認識した収益（例えば、取引
価格の変動）の額に重要性はありません。

＜１株当たり情報に関する注記＞
1. １株当たり純資産額 4,258.51円

2. １株当たり当期純利益 182.06円

（注）  １株当たり純資産額の算定上、株式給付信託口（BBT）が
所有する当社株式を、期末発⾏済株式総数から控除する自
己株式に含めております。（当連結会計年度81,900株）

  また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の
計算において控除する自己株式に含めております。（当連結
会計年度81,900株）

＜重要な後発事象に関する注記＞
　該当事項はありません。
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貸借対照表（2023年３月31日現在）

単位：百万円

科　目 金　額
（資産の部） 24,618
流動資産 11,778
現金及び預金 4,323
受取⼿形 231
売掛金 3,925
商品及び製品 1,305
仕掛品 995
原材料及び貯蔵品 862
前払費用 9
その他 128
貸倒引当金 △2

固定資産 12,839
有形固定資産 8,885
建物 3,854
構築物 111
機械及び装置 2,790
車両運搬具 3
工具、器具及び備品 85
土地 1,807
リース資産 44
建設仮勘定 187
無形固定資産 73
ソフトウエア 52
リース資産 11
電話加入権 5
その他 3
投資その他の資産 3,880
投資有価証券 3,687
関係会社株式 103
関係会社出資金 54
会員権 72
長期前払費用 1
その他 6
貸倒引当金 △45

資産合計 24,618

科　目 金　額
（負債の部） 7,013
流動負債 3,067
買掛金 618
短期借入金 860
リース債務 41
未払金 727
未払費用 29
未払法人税等 92
預り金 27
賞与引当金 405
役員賞与引当金 28
その他 235

固定負債 3,945
長期未払金 7
リース債務 21
資産除去債務 60
繰延税金負債 532
退職給付引当金 3,179
役員株式給付引当金 131
その他 13

（純資産の部） 17,605
株主資本 16,202
資本金 3,594
資本剰余金 2,333
資本準備金 2,322
その他資本剰余金 11
利益剰余金 10,922
利益準備金 898
その他利益剰余金 10,023
固定資産圧縮積立金 853
別途積立金 5,043
繰越利益剰余金 4,126

自己株式 △647
評価・換算差額等 1,403
その他有価証券評価差額金 1,403
負債及び純資産合計 24,618
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科　目 金　額
売上高 11,770
売上原価 7,698
売上総利益 4,072
販売費及び⼀般管理費 3,783
営業利益 289
営業外収益
受取利息及び配当金 300
為替差益 118
受取賃貸料 15
雇用調整助成金 11
雑収入 70 515

営業外費用
支払利息 5
賃貸費用 13
訴訟関連費用 4
固定資産除却損 4
貸与資産経費 27
棚卸資産処分損 18
雑損失 4 78

経常利益 725
特別利益
投資有価証券売却益 5 5
特別損失
ゴルフ会員権評価損 3 3
税引前当期純利益 727
法⼈税、住民税及び事業税 189
法⼈税等調整額 △119
当期純利益 657

損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

単位：百万円
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株　主　資　本

資　本　金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産圧
縮積立金 別途積立金 繰越利益

剰余金
当期首残高 3,594 2,322 11 2,333 898 947 5,043 3,654 10,544
当期変動額

剰余金の配当 △ 279 △ 279
当期純利益 657 657
自己株式の取得
固定資産圧縮積立金の取崩 △ 93 93 ―
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △ 93 ― 472 378
当期末残高 3,594 2,322 11 2,333 898 853 5,043 4,126 10,922

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合計自己株式 株主資本

合計
その他

有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △ 647 15,824 1,329 1,329 17,153
当期変動額

剰余金の配当 △ 279 △ 279
当期純利益 657 657
自己株式の取得 △ 0 △ 0 △ 0
固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 73 73 73

当期変動額合計 △ 0 378 73 73 451
当期末残高 △ 647 16,202 1,403 1,403 17,605

株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

単位：百万円
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個別注記表

＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞
１. 資産の評価基準及び評価方法

（1） 有価証券
 ①子会社株式…………………移動平均法による原価法
 ②その他有価証券
　・市場価格のない株式等

以外のもの
…… 時価法

（評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

　・市場価格のない株式等……移動平均法による原価法
（2） デリバティブ取引により⽣ずる債権及び債務
  時価法

（3） 棚卸資産
   移動平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２. 固定資産の減価償却の方法
（1） 有形固定資産………
  （リース資産を除く）

定額法
なお、主な耐用年数は次のとおり
であります。
建　物 3年～50年
構築物 3年～60年
機械及び装置 2年～17年
車両運搬具 3年～ 7年
工具、器具及び備品 2年～20年

（2） 無形固定資産………
  （リース資産を除く）

定額法
なお、ソフトウエア（自社利用分）
については、社内における見込利
用可能期間（５年）による定額法
によっております。

（3） リース資産…………所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存
価額を零とする定額法

３. 引当金の計上基準
（1） 貸倒引当金………… 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権及び破
産更⽣債権等については個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込
額を計上しております。

（2） 賞与引当金………… 従業員に対して支給する賞与の支
出に充てるため、支給見込額に基
づき当事業年度に見合う分を計上
しております。

（3） 役員賞与引当金…… 役員に対して支給する賞与の支出
に備えて、当事業年度に見合う支
給見込額に基づき計上しておりま
す。

（4） 退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、
当事業年度末における退職給付債
務の見込額に基づき、当事業年度
末において発⽣していると認めら
れる額を計上しております。
退職給付引当金の処理方法は以下
のとおりであります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
　 退職給付債務の算定にあたり、

退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によ
っております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務
費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、
５年による定額法により按分額
を発⽣の翌事業年度より費用処
理しております。
過去勤務費用については、５年
による定額法により按分額を費
用処理しております。

（5） 役員株式給付引当金…… 当社の取締役及び執⾏役員に対す
る当社株式の給付に備えるため、
役員株式給付規程に基づき、取締
役及び執⾏役員に割り当てられた
ポイントに応じた株式の給付見込
額を計上しております。
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４. 収益及び費用の計上基準
  当社は、全ての事業において顧客ごとの規格に合わせ

た製品を受注し、販売しております。
  当社の顧客との契約から⽣じる収益に関する主要な事

業における主な履⾏義務の内容及び当該履⾏義務を充
足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以
下のとおりであります。

  国内取引
    当社は、商品及び製品を顧客に引き渡した時点又は

顧客が検収した時点において顧客が当該商品及び製
品に対する支配を獲得し履⾏義務が充足されると判
断していることから、商品及び製品の支配が顧客に
移転した時点で、当該商品及び製品と交換に受け取
ると見込まれる金額で収益を認識しております。た
だし、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取
扱いを適用し、商品及び製品の国内の販売において、
出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転さ
れる時までの期間が通常の期間である場合には、出
荷時に収益を認識しております。

  輸出取引
    当社は、輸出の取引条件により在庫の保有に伴うリ

スクが顧客に移転する時点において顧客が当該製品
に対する支配を獲得し履⾏義務が充足されると判断
していることから、製品の支配が顧客に移転した時
点で当該製品と交換に受け取ると見込まれる金額で
収益を認識しております。

  なお、取引価格は、売上値引等の変動対価を考慮して
算定しております。

  売上値引等が発⽣すると見込まれる商品及び製品につ
いては、値引等が見込まれる額を売上高から控除し、
返金負債を認識しております。

５. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1） 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
  外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。

（2） 退職給付に係る会計処理
  未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の計

算書類上における取扱いが連結計算書類と異なってお
ります。

＜会計上の見積りに関する注記＞
１. 抄紙用フエルトの製造に関する有形固定資産の減損

（1） 当事業年度の計算書類に計上した金額
   減損損失　―百万円、有形固定資産　3,555百万円

（2） 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
   連結注記表に注記すべき事項と同一であるため、注記

を省略しております。

＜表示方法の変更＞
（損益計算書関係）

　前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含め
ていた「棚卸資産処分損」は、営業外費用の総額の100分
の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しております。

＜追加情報＞
（株式給付信託（BBT））

　取締役（社外取締役を除きます。）及び執⾏役員に信託
を通じて自社の株式を給付する取引に関する注記について
は、連結計算書類「連結注記表（追加情報）」に同一の内
容を記載しているため、注記を省略しております。
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＜貸借対照表に関する注記＞
１. 担保に供している資産 建　物 903百万円

構築物 39百万円
機械及び装置 9百万円
車両運搬具 0百万円
工具、器具及び備品 3百万円
土　地 161百万円

計 1,116百万円
上記に対応する債務 短期借入金 150百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 32,551百万円

３. 保証債務残高
  イチカワ・ヨーロッパGmbH
     145百万円 （1,000,000EUR）

  MHCB Consulting（Thailand）Co.,Ltd.
     3百万円 （960,000THB）

４. 関係会社に対する債権・債務
  短期金銭債権 774百万円
  短期金銭債務 175百万円

＜損益計算書に関する注記＞
１. 関係会社との取引高

（1） 営業取引による取引高の総額 3,990百万円
（2） 営業取引以外の取引高の総額 206百万円

＜株主資本等変動計算書に関する注記＞
 当事業年度の末日における自己株式の数 389,126株

（注）  当事業年度末の自己株式数には、株式給付信託が保有する
自社の株式81,900株が含まれております。

＜税効果会計に関する注記＞
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発⽣の主な原因別内訳
 繰延税金資産

退職給付引当金 966百万円
賞与引当金 123百万円
未払事業税 12百万円
投資有価証券評価損 165百万円
その他 234百万円
計 1,502百万円
評価性引当額 △1,063百万円
繰延税金資産合計 439百万円

 繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △372百万円
その他有価証券評価差額金 △595百万円
その他 △3百万円
繰延税金負債合計 △971百万円
繰延税金負債の純額 △532百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.4％

（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △8.5％
住民税均等割 1.6％
外国法人税 0.6％
試験研究費税額控除 △2.3％
評価性引当額の増減 △15.8％
役員賞与引当金 1.2％
役員株式給付引当金 2.0％
過年度法人税等 0.4％
その他 △0.8％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.5％
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＜関連当事者との取引に関する注記＞
１. 子会社

会社名 住所 資本金
又は出資金

事業の
内容

議決権等の所有
（被所有）割合

イチカワ・ノース・
アメリカ・コーポ
レーション

米国
ジョージア州

US＄
500,000

抄紙用フエル
ト ・ ベ ル ト、
工業用フエル
トの販売

％
直接 100.0

（―）

イチカワ・ヨー
ロッパGmbH

ドイツ
デュッセル
ドルフ市

EUR
150,000

抄紙用フエル
ト ・ ベ ル ト、
工業用フエル
トの販売

％
直接 100.0

（―）
関係内容

取引内容 取引金額 科目 期末残高役員の
兼任等

事業上
の関係

― 当社製品
の販売先

当社製品の
販売（注）

百万円
1,149 売掛金

百万円
477

１名 当社製品
の販売先

当社製品の
販売（注）

百万円
1,351 売掛金

百万円
75

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
当社製品の販売については市場価格、総原価を勘案して当
社希望額を提示し、価格交渉の上単位あたりの価格を決定
しております。

＜収益認識に関する注記＞
  顧客との契約から⽣じる収益を理解するための基礎とな

る情報は、連結注記表に注記すべき事項と同一であるた
め、注記を省略しております。

＜１株当たり情報に関する注記＞
１. １株当たり純資産額 3,845.68円

２. １株当たり当期純利益 143.71円

（注）  １株当たり純資産額の算定上、株式給付信託口（BBT）が所有
する当社株式を、期末発⾏済株式総数から控除する自己株式に
含めております。（当事業年度81,900株）

  また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算
において控除する自己株式に含めております。（当事業年度
81,900株）

＜重要な後発事象に関する注記＞
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人監査報告書
2023年５月22日

イ チ カ ワ 株 式 会 社
　取　締　役　会　御中

EY新日本有限責任監査法⼈
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 ⾏ 社 員 公認会計士 成 田 礼 子
指定有限責任社員
業 務 執 ⾏ 社 員 公認会計士 中 野 裕 基

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、イチカワ株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を⾏った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イチカワ株式会社及び連結子会社からなる企業集団
の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を⾏った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査に
おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入⼿したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執⾏を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程
で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執⾏を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発⽣する可能性があり、個別に又は集計すると、
連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を⾏い、職業的懐疑心を保持して以下
を実施する。
・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査⼿続を立案し、実施する。監査⼿続の選択及び適用は

監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入⼿する。
・ 　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査⼿

続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって⾏われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入⼿した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を⽣じさせる

ような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連
結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入⼿した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。

・ 　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連
結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入⼿する。監査人は、連結計算書類の監査に関す
る指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を⾏う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に
考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を⾏う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執⾏社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

監査報告書
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独立監査人の監査報告書 2023年５月22日
イ チ カ ワ 株 式 会 社
　取　締　役　会　御中

EY新日本有限責任監査法⼈
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 ⾏ 社 員 公認会計士 成 田 礼 子
指定有限責任社員
業 務 執 ⾏ 社 員 公認会計士 中 野 裕 基

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、イチカワ株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第99期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を⾏った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を⾏った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査にお
ける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入⼿したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執⾏を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得
た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執⾏を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監
査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発⽣する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を⾏い、職業的懐疑心を保持して以下
を実施する。
・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査⼿続を立案し、実施する。監査⼿続の選択及び適用は

監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入⼿する。
・ 　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査⼿続

を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって⾏われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入⼿した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を⽣じさせるよ

うな事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算
書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明するこ
とが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入⼿した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・ 　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算
書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を⾏う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に
考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を⾏う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執⾏社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

会計監査人監査報告書
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監査役会監査報告書

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第99期事業年度の取締役の職務の執⾏に関して、各監査役が作成した監
査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
 （1）  監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及

び会計監査人からその職務の執⾏状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
 （2）  各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、電話回線又はインターネット等

を経由した⼿段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備
に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

  ①　 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執⾏状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求め、重要な決裁書類等を閲覧し、内部監査部門と連携の上、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いた
しました。国内子会社については、常勤監査役が監査役を兼務しており、国内子会社の取締役会に出席し事業の報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。海外子会社については、月例報告等を通じて事業の状況について報告を受けるほか、海外子会
社の取締役及び内部監査部門等と意思疎通及び情報の交換を図り、経営管理の状況を把握し、必要に応じて管理担当部署に説
明を求めました。

  ②　 事業報告に記載されている取締役の職務の執⾏が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその
子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施⾏規則第 100条第１項及び第３項に定める
体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

  ③　 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職
務の執⾏状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂⾏が適正に⾏われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

   以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。

２． 監査の結果
 （1）  事業報告等の監査結果
  ①　 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
  ②　 取締役の職務の執⾏に関する不正の⾏為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
  ③　 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記

載内容及び取締役の職務の執⾏についても、指摘すべき事項は認められません。なお、内部統制システムの運用においては、事
業環境の変化を予測した体制整備とリスク管理が強化されるよう、監査役会は引き続き、これらの取り組みを注視してまいり
ます。

 （2）  計算書類及びその附属明細書の監査結果
   会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
 （3）  連結計算書類の監査結果
   会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

   2023年５月22日

イチカワ株式会社　監査役会
常勤監査役 望 月 友 博 ㊞
社外監査役 出 縄 正 人 ㊞
社外監査役 岡 田 貴 子 ㊞

以　上

監査報告書
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Topics1．2030年へ向けて

・ コスト戦略の達成と進化
・ 情報技術戦略体制構築 
（DXへの第二段階）

・ 営業改革実現 
（ソリューション営業確立）

・ 新製品、新製法、新用途市場の�
拡大

・新事業構築に向けた活動

・ コスト戦略の徹底�
（設計、原料の標準化）

・ 情報技術戦略スタート�
（DXへの第一段階）

・ 営業改革�
（ソリューション営業への取組み）

・ 新製品、新製法、新用途へ向け 
開発体制強化

・ 新事業構築に向けた活動 “NE-30”
「CXの確立！」
各施策の補完・継続
的進化へ

“NE-24”
「会社を創り直す！」

“NE-27”
「新領域への挑戦！」

｜IK�VISION�2030　新たな価値創造へ！

｜脱炭素社会への取組みについて

　IK�VISION�2030は、2030年の世界を取り巻くメガトレンドやお取引先の状況等、当社を取り巻く経営環境を予測
し、その環境変化に適正に対応しイチカワがより進化した形となって「2030年に実現する未来」です。
　今後３回の連続する中期経営計画の第一段階として、2022年度を起点とする第７次中期経営計画略称（“NE-24”）
を策定いたしました。“NE-24” では、「会社を創り直す」３年というスロ－ガンのもと、製造コスト及び品質面での競
争力を高め収益基盤の強化に努めてまいります。

※ CX：コーポレートトランスフォーメーション

温室効果ガス（GHG）排出量削減の進捗
　☞  日本政府が策定の2030年迄に2013年度のCO2排出量の46%を削減するという目標に対して、 

2022年度に “52%の削減を達成” いたしました。
 ・環境保全活動は経営の重要課題と位置づけ、企業活動を通じで環境負荷の低減に取組んでまいります。

サステナブルな社会に貢献し、イチカワを支える役職員、お取引先、株主様及び
周辺の地域社会がそれぞれ高い満足度を持つ会社になります。

・ 2050年までの30年間でCO2の排出量をゼロにすることを目標とし、環境にやさしい 
紙作りへ貢献し、カーボンニュートラル産業の構築実現を目指し取組んでいます。
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新事業推進活動をご紹介いたします！
経営方針に示されている「環境にやさしい、⼈々の⽣活を豊かにする製品や部材を届ける」事業の創設に向け活動しております。

１．展示会への参加

２．社内新事業コンテストの実施

既存の抄紙用具事業と工業用事業に係る固有技術や会社としての強みを発信することで、既存業界を超える⼈脈を広げ、
他社との提携検討や大学との共同研究などのきっかけが広がっています。
また、出展者ではなく参加者としても、様々な展示会やセミナーでの情報収集及び交流を積極的に行っています。

社内オープンイノベーションを⽬的として、全社員を対象に新事業のアイデアを募集、挑戦意欲の高い社員から多数応募が
ありました。優れたアイデアには賞金を出し、今後事業化も検討してまいります。

（画像）新機能性材料展

Topics2．新事業への取組み
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（ご注意）
１.  株主様の住所変更、買取請求その他各種お⼿続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）

で承ることになっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀⾏）
ではお取扱できませんのでご注意ください。

２.  特別口座に記録された株式に関する各種お⼿続につきましては、三菱UFJ信託銀⾏が口座管理機関となっておりますので、上
記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀⾏）にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀⾏全国各支店にてもお取次
ぎいたします。

３. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀⾏本支店でお支払いいたします。

■事 業 年 度 4月1日から翌年3月31日

■期 末 配 当 金�
受 領 株 主 確 定 日 3月31日

■中 間 配 当 金�
受 領 株 主 確 定 日 9月30日

■定 時 株 主 総 会 毎年6月

■株 主 名 簿 管 理 ⼈
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀⾏株式会社

■同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀⾏株式会社　証券代⾏部
（〒137-8081）
新東京郵便局私書箱第29号
電話（0120）232-711（通話料無料）

■上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所

■公 告 方 法 電子公告により⾏う
公告掲載URL　https://www.ik-felt.co.jp/

（ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が⽣じたとき
は、日本経済新聞に公告いたします。）

株主メモ
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日本サッカーミュージアム

蔵前橋通り

東京医科歯科大学
附属病院

順天堂大学

東京医科歯科大学

神田明神

東京メトロ丸ノ内線東京メトロ丸ノ内線
御茶ノ水駅御茶ノ水駅

湯島聖堂

本郷通り

御茶の水

至新宿至新宿

サッカーミュージアム入口

湯島聖堂前

ＮＮ

明
大

通
り

お茶の水橋

交番交番

■C　 出口１

■A　　聖橋口
JR御茶ノ水駅JR御茶ノ水駅

神田川神田川

外堀通り

至東京至東京

至秋葉原至秋葉原

東京メトロ千代田線東京メトロ千代田線
新御茶ノ水駅新御茶ノ水駅

新お茶の水ビル新お茶の水ビル 御茶ノ水
ソラシティ
御茶ノ水

ソラシティ

聖橋

出口B1■B　

イチカワ本社

地下鉄：
東京メトロ千代田線

B「新御茶ノ水駅」下車
徒歩５分出口B1

A「御茶ノ水駅」下車

Ｊ　Ｒ：
中央線・総武線

徒歩５分聖橋口

東京メトロ丸ノ内線

C「御茶ノ水駅」下車
徒歩５分出口1

株主総会会場ご案内図
開催日時

2023年６月28日（水曜日）午前10時

駐車場のご用意はいたしておりません
ので、ご来場の際は、公共交通機関を
ご利用くださいますようお願い申しあ
げます。

東京都文京区湯島一丁目７番５号

ホテル東京ガーデンパレス
３階　平安
TEL. 03-3813-6211（代表）

開催場所

環境に配慮した植物油インキを
使用しています。

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

https://www.ik-felt.co.jp/

昨年と会場が異なっております
ので、お間違えのないようご注
意ください。

交　通


